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税務訴訟資料 第２７１号－１８（順号１３５２０） 

大阪地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税及び消費税更正処分の義務付け等請求事件 

国側当事者・国（西宮税務署長） 

令和３年２月５日棄却・控訴 

判    決 

原告          甲 

同訴訟代理人弁護士   安富 巌 

同           和田 義之 

同           至田 明史 

被告          国 

同代表者法務大臣    上川 陽子 

処分行政庁       西宮税務署長 

            井上 浩樹 

被告指定代理人     別紙１指定代理人目録のとおり 

主    文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 西宮税務署長が原告に対して令和元年５月２９日付けでした、原告の平成２４年分所得税に

係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（ただし、令和２年９月１７日

付け裁決により一部取り消された後のもの。以下、一部取消し後の同通知処分を「本件所得税

通知処分」という。）を取り消す。 

２ 西宮税務署長が原告に対して令和元年５月２９日付けでした、原告の平成２４年１月１日か

ら同年１２月３１日までの課税期間（以下「本件課税期間」という。）分に係る消費税及び地

方消費税（以下、併せて「消費税等」という。）に係る更正の請求に対する更正をすべき理由

がない旨の通知処分（ただし、令和２年９月１７日付け裁決により一部取り消された後のもの。

以下、一部取消し後の同通知処分を「本件消費税等通知処分」といい、本件所得税通知処分と

併せて「本件各通知処分」という。）を取り消す。 

３ 被告は、原告に対し、１００万円及びこれに対する令和元年１０月２６日から支払済みまで

年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 税理士であった原告は、平成２４年分所得税及び本件課税期間の消費税等の確定申告におけ

る納付すべき税額が過大であったとして、前記所得税及び消費税等について各更正の請求（以

下「本件各更正の請求」という。）をしたが、西宮税務署長（以下「処分行政庁」という。）

が、本件各更正の請求に対して何らの処分をしないことが違法である等と主張して、不作為の
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違法確認、本件各更正の請求どおりの内容の更正処分を行うことの義務付け、本件各更正の請

求どおりの内容の更正処分によって還付されるはずである還付金・還付加算金の支払請求及び

原告に対する還付決定を行わないという不作為に関する国家賠償法１条１項に基づく慰謝料の

支払を求める訴えを提起した。 

前記訴えの提起後に、処分行政庁が、本件各更正の請求に対していずれも更正をすべき理由

がない旨の通知処分（一部取消し前の本件各通知処分）をしたことから、原告が、民訴法１４

３条１項に基づき、前記訴えを、一部取消し前の本件各通知処分の取消し並びに更正の請求に

対する処分が違法に遅延したことに関する国家賠償法１条１項に基づく慰謝料及び訴え変更申

立書送達の日の翌日である令和元年１０月２６日から支払済みまで平成２９年法律第４４号に

よる改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める訴えに交換的に変更し、

令和２年９月１７日付け裁決（以下「本件裁決」という。）によりそれぞれ一部取消しがされ

たので、その後のものである本件各通知処分の取消請求に減縮したものである。 

２ 法令の定め 

（１）事業所得に関する定め 

所得税法２７条１項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービ

ス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいう旨を規定し、同条２項は、事

業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とす

る旨を規定する。 

（２）給与所得に関する定め 

所得税法２８条１項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれら

の性質を有する給与に係る所得をいう旨を規定し、同条２項は、給与所得の金額は、その

年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする旨を規定する。 

（３）雑所得に関する定め 

所得税法３５条１項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給

与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう

旨を規定する。さらに、同条２項は、雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額

から公的年金等控除額を控除した残額及びその年中の雑所得（公的年金等に係るものを除

く。）に係る総収入金額から必要経費を控除した金額の合計額とする旨を規定する。 

（４）必要経費に関する定め 

所得税法３７条１項は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金

額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他所得を

生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しない

ものを除く。）の額とする旨を規定する。 

所得税法５６条１項は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営

む事業所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を

受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得の金

額の計算上、必要経費に算入しないものとする旨等を規定する。 

所得税法５７条１項は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む同法５６条に規定す
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る事業に従事するもの（青色事業専従者）が当該事業から同法５７条２項の書類に記載さ

れている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合に

は、同法５６条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の

性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が

類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価と

して相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業

に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨等を規定する。 

（５）消費税等に関する定め 

ア 消費税法４条１項（ただし、平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同

じ。）は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、同法により、消費税を課す

る旨を規定する。同法２条１項８号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行わ

れる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう旨を規定する。 

消費税法２８条１項（ただし、平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同

じ。）は、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額

（課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課

されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。）旨を規定する。 

イ 地方税法は、消費税法４５条１項４号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方

消費税として譲渡割を定めている（地方税法７２条の７７第２号） 

（６）国税通則法（以下「通則法」という。）の定め 

ア 更正の請求に関する定め 

通則法２３条１項は、納税申告書を提出した者（なお、地方税法に基づく譲渡割の申告

は、当分の間、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなけれ

ばならないとされる（地方税法附則９条の５参照）。）は、当該申告書に記載した課税

標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当

該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であ

るとき等に該当する場合には、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等

につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨を規定する。 

通則法２３条４項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税

標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請

求をした者に通知する旨を規定する。 

イ 国税の調査に関する定め 

通則法７４条の９第１項は、税務署長等は、国税庁等の当該職員に納税義務者に対し実

地の調査において、通則法７４条の２から７４条の６まで（当該職員の質問検査権）の

規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求（質問検査等）を行わせる場合には、

あらかじめ、当該納税義務者（当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当

該税務代理人を含む。）に対し、その旨及び同項各号に掲げる事項を通知するものとす

る旨を規定する。 

通則法７４条の１１第２項は、国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める

場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容（更正決定等をす

べきと認めた額及びその理由を含む。）を説明するものとする旨を規定する。 
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通則法７４条の１１第３項は、同条２項の規定による説明をする場合において、当該職

員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる旨及びこ

の場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合に

は不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとと

もに、その旨を記載した書面を交付しなければならない旨を規定する。 

３ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

（１） 当事者等 

ア 原告は、青色申告書を提出することにつき、処分行政庁の承認を受けている個人であ

る。原告は、本件各通知処分当時、税理士であり、芦屋市に本店を置く株式会社Ａ（以

下「Ａ」という。）、大阪市浪速区に本店を置く株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）及

び大阪市西淀川区に本店を置く株式会社Ｃ（以下「Ｃ」といい、Ａ及びＢと併せて

「Ｄ」と総称する。）の代表取締役であった。（弁論の全趣旨） 

原告は、平成２５年３月５日、顧客である法人等のために売上除外等の不正な手段によ

り虚偽過小の申告をして法人税等を免れたとの法人税法違反その他の罪を犯したとして

接見等禁止決定を付されて勾留され、間もなく当庁に起訴され、平成２８年３月１８日、

同罪により懲役６年及び罰金７０００万円の刑に処する旨の判決を宣告され、同判決は、

平成２９年１月２４日宣告の控訴棄却判決及び同年９月２１日付け上告棄却決定を経て、

その後確定した（甲１ないし甲４、弁論の全趣旨）。原告は、平成２７年１１月２７日、

供述調書の供述者や証人との接触が禁止されるなどの条件を付されて保釈が許可され

（甲１７）、平成２８年３月１８日、上記接触禁止の条件を付されることなく保釈が許

可された（甲１８）。 

イ 税理士法人Ｅ（以下「Ｅ」という。）は、平成１５年１１月●日に設立された税理士

法人である。Ｅの代表社員は、設立から平成１６年１２月２０日までは、原告の弟であ

る乙（一部書証では丙。以下「乙」という。）であり、同日からＥが解散した平成２５

年１０月●日までは、丁（以下「丁」という。）であった。（弁論の全趣旨） 

ウ Ｅ、原告や乙を含む個人税理士、並びに税理士資格を持たない幹部従業員は、Ｆグル

ープ又は合同事務所と呼ばれるグループ（以下「Ｇグループ」という。）を構成し、税

理士（原告等を除く。）又は幹部従業員を班長とする業務担当班（以下「業務班」とい

う。以下、それぞれの業務班を班長の名を付して「○○班」、それぞれの業務班が担当

した部分を班長の名を付して「○○管理分」ということがある。）を編成の上、税理士

業務や記帳代行業務を共同して行っていた（弁論の全趣旨）。 

丁班は、Ｇグループ全体の総務や経理事務を担当し、Ｇグループの顧客への税理士報酬

の請求を行うほか、税理士報酬の入金先となるＥ及び各個人税理士名義の預金口座の通

帳やキャッシュカードを預かり、その収入を一元的に管理していた。また、丁班は、事

務所の家賃、事務用品費、設備費等に係る費用及び各個人税理士の個人事務所の家賃等、

Ｇグループで生じた経費についても一元的に管理し、上記口座へ入金された資金又は手

元に留保している現金を原資として、その支払もしていた。そして、丁班は、Ｇグルー

プの収支状況並びに各個人税理士名義の各預金口座の入金額及び残高等を、合同事務所

総勘定元帳に記帳していた。ただし、原告名義の口座の１つについては、戊（以下
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「戊」という。）を班長とする業務班（戊班）が管理するようになっていた。（乙１７、

乙３４、弁論の全趣旨） 

エ Ｈ（以下「Ｈ」という。）は原告の妻であり、戊は原告の子であって税理士である

（弁論の全趣旨）。 

（２） 本件各通知処分に至る経緯 

ア 原告は、平成２５年３月１４日、平成２４年分の所得税の確定申告書を提出した。そ

の記載内容の要旨は、別表１の「確定申告」欄記載のとおりである。また、原告は、同

日、本件課税期間分の消費税等の確定申告書を提出した。その記載内容の要旨は、別表

２の「確定申告」欄記載のとおりである。（乙４、乙５。以下、上記各確定申告を「本

件各確定申告」という。） 

イ 原告は、平成３０年４月２日、処分行政庁に対し、前記アの所得税について納付すべ

き税額等は別表１の「更正の請求」欄記載のとおりであり、前記アの消費税等について

納付すべき税額等は別表２の「更正の請求」欄記載のとおりであるとして、更正の請求

をした（本件各更正の請求。甲６の１、甲６の２。）。 

ウ 原告は、平成３１年４月１９日、本件各更正の請求に対し、処分行政庁が何らの処分

をしないことについての不作為の違法確認訴訟及び本件各更正の請求のとおりの各更正

処分の義務付け等を求める訴えを提起した（顕著な事実）。 

エ 処分行政庁は、令和元年５月２９日付けで、原告の平成２４年分所得税に係る更正の

請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（一部取消し前の本件所得税通知処

分）及び本件課税期間分に係る消費税及び地方消費税に係る更正の請求に対する更正を

すべき理由がない旨の通知処分（一部取消し前の本件消費税等通知処分）をした（一部

取消し前の本件各通知処分。甲９の１、甲９の２）。 

オ 原告は、令和元年６月２５日、一部取消し前の本件各通知処分を不服として、国税不

服審判所長に対する審査請求をした（甲１１）。 

カ 原告は、前記オの審査請求がされた日の翌日から起算して３箇月が経過した後である

令和元年１０月２４日、前記ウの訴えを、一部取消し前の本件各通知処分の取消しを求

める訴え及び前記第１の３記載の国家賠償請求に係る訴えに交換的に変更した（顕著な

事実）。 

キ 国税不服審判所長は、令和２年９月１７日付けで、前記オの審査請求について、一部

取消し前の本件各通知処分をいずれも一部取り消す旨の裁決をした（本件裁決）。本件

裁決により認定された、所得税及び消費税等に係る納付すべき税額等の金額は、別表１

及び別表２の各「裁決」欄記載のとおりであるから、本件裁決においては、その限度で

減額更正処分がされ、その余は更正をすべき理由がない旨の通知処分が維持されている。

（乙５９） 

ク 原告は、前記キを踏まえ、前記第１の１及び２記載の請求の趣旨のとおり、前記カの

取消請求を本件各通知処分（本件裁決後も更正をすべき理由がない旨の判断が維持され

ている通知部分）の取消請求に一部減縮し、被告はこれに同意した（顕著な事実）。 

４ 争点 

（１）本件所得税通知処分の違法性（争点１） 

ア 原告がＥの顧客に対して行った脱税工作の対価（以下、同脱税工作を「本件脱税工
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作」といい、同対価を「本件業務委託分報酬」という。）の帰属及び本件業務委託分報

酬と同額の必要経費の計上の可否（争点１－１） 

イ 原告が、Ｅから外注費等の名目で月額２００万の金員（以下「本件Ｅ報酬」とい

う。）を受領していたか（争点１－２） 

ウ 未払金債務の債務免除の有無（争点１－３） 

エ 必要経費算入の可否（争点１－４） 

オ 処分手続の重大な違法の有無（争点１－５） 

（２）本件消費税等通知処分の違法性（争点２） 

ア 本件業務委託分報酬及び本件Ｅ報酬が、課税資産の譲渡等の対価であるか（仮に同対

価であるとしても、本件業務委託分報酬が課税仕入れに係る支払対価といえるか）（争

点２－１） 

イ 理由の提示に瑕疵があるか（争点２－２） 

（３）本件各通知処分がされるまで１年以上にわたり、本件各更正の請求に対する応答がされな

かったこと及び本件各通知処分をしたことの国家賠償法上の違法性の有無）（争点３） 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

（１）争点１－１（本件業務委託分報酬の帰属及び本件業務委託分報酬と同額の必要経費の計上

の可否）について 

（被告の主張の趣旨） 

ア 本件脱税工作は、顧問先とＤとの間で、架空の業務委託契約（以下「本件架空業務委

託契約」という。）を締結し、顧問先がＤ名義の預金口座に委託料名目の金員を入金し

た上で、その約８割相当額を顧問先に返金して、顧問先において架空の経費を計上する

というものであった。原告は、本件脱税工作による脱税を顧問先に働き掛け、上記委託

料名目の金員の入金先であるＤ名義の預金口座を管理し、他の個人税理士らに上記架空

の経費を計上する経費処理を行わせ、同税理士らに対するその対価（以下「本件脱税工

作分配金」という。）の支払を負担し、自ら顧問先への返金を行っていた（以下、本件

脱税工作の勧誘に応じた顧問先を「本件各顧問先」という。）。 

これらによれば、本件各顧問先から本件脱税工作を受託したのは、本件架空業務委託契

約の名義にかかわらず、原告であって、その対価である本件業務委託分報酬は原告に帰

属する。 

イ 原告は、仮に本件業務委託分報酬が原告に帰属するとしても、これと同額が必要経費

として認定されるべきであると主張する。 

しかし、本件業務委託分報酬の額は、本件各顧問先から委託料名目で入金された金額か

ら、本件各顧問先への返金額及び本件脱税工作分配金を控除したものであって、本件業

務委託分報酬と同額の経費を負担していない。 

したがって、本件業務委託分報酬と同額の必要経費を認めることはできない。 

（原告の主張の要旨） 

ア 本件架空業務委託契約がＤと本件各顧問先との間で締結され、本件架空業務委託契約

に基づく委託料はＤに支払われているのであるから、本件業務委託分報酬はＤの収入で

あって、原告の収入ではない。実際、本件架空業務委託契約に係る委託業務は全て架空

の業務ではなく、Ｄが顧問先に対するコンサルティング業務を行ったこともあったので
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ある。 

イ 仮に、本件業務委託分報酬が原告に帰属するとしても、雑所得ではなく事業所得であ

るから、顧問料収入と同視されるべきである。 

したがって、他の原告の顧問料収入について、これと同額分が必要経費（外注費）とし

て認められたのと同様に、本件業務委託分報酬についても、これと同額分が必要経費

（外注費）として認められるべきである。 

（２）争点１－２（原告が本件Ｅ報酬を受領していたか）について 

（被告の主張の要旨） 

原告は、Ｅから毎月２００万円の報酬（本件Ｅ報酬）を得ていた。このことは、各種帳

簿（乙１９、乙２４、乙２５、乙２７等）の記載等から明らかである。 

（原告の主張の要旨） 

被告の主張は、帳簿の記載のみに基づいており、根拠薄弱である。 

また、Ｅは、平成２５年１２月２７日付けで、浪速税務署に対し、平成２４年１２月期

の法人税の更正の請求（以下「平成２４年分法人税更正の請求」という。）をし、浪速税

務署により是認されているところ、平成２４年分法人税更正の請求において、Ｅは、従前

の申告に外注費の過大計上があったとしており、原告に対する本件Ｅ報酬の支払を外注費

として計上しておらず、本件Ｅ報酬の支払を否定している。 

したがって、原告が、本件Ｅ報酬を受領していたとの立証はない。 

（３）争点１－３（未払金債務の債務免除の有無）について 

（被告の主張の要旨） 

ア Ｅでは、Ｅ又は各個人税理士が顧客から受領した顧問料等を、売上集計表に基づき、

Ｅ及び各業務班に分配していた。このうち、個人税理士名義の顧問契約に係るものは、

顧客において報酬を支払う際、源泉徴収が行われるため（所得税法２０４条１項２号）、

顧客からは、源泉徴収税額相当額が控除された金額が入金されていた。ところが、売上

集計表には、源泉徴収税額控除前の金額が計上され、同金額を基準に上記分配が行われ

ていたため、Ｅにおいて、源泉徴収税額相当分の不足額が生じていた。原告の顧問料収

入についても同様に、源泉徴収税額相当額分、原告がＥに支払うべき分配金（外注費）

が不足していた。 

こうして、原告は、Ｅに対して同額分の未払金債務を負担していたところ、平成２４年

分の未払金債務（以下「本件未払金債務」という。）は、原告の顧問料等に係る同年分

の源泉徴収税額と同額の９４９万９２９８円であった。 

イ Ｅは、平成２４年分法人税更正の請求において、本件未払金債務９４９万９２９８円

を含む４４４６万０４２６円を経費負担金として損金計上し、損金として認容されてい

る。 

ウ 原告のＥに対する源泉徴収税額相当の未払金債務は平成２４年分のみならず、平成２

１年ないし平成２３年分においても存在していたものの、平成２１年ないし平成２３年

の各年分に係る各未払金債務についても、平成２４年分と同様に、Ｅが行った修正申告

において経費負担金として損金計上されていた。 

エ 前記イのとおり、Ｅが本件未払金債務を平成２４年１２月期の損金として計上したこ

とは、本件未払金債務をＥの経費として負担し、原告にその支払を求めないとしたこと
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を示しており、前記ウによれば、原告は、Ｅが本件未払金債務の支払を原告に求めるこ

となく、Ｅが本件未払金債務を負担する旨を認識していたといえる。 

したがって、原告とＥとの間に、本件未払金債務の免除の合意があったといえる。 

（原告の主張の要旨） 

被告は、本件未払金債務の免除の合意があったとする根拠として、Ｅが、平成２４年分

法人税更正の請求において、未払金債務９４９万９２９８円を含む４４４６万０４２６円

を経費負担金として損失計上し、同額が損金として認容されていることを挙げている。 

しかし、平成２４年分法人税更正の請求がされた頃は、原告は、刑事裁判のため、接見

等禁止決定を付されて勾留されていた。そうすると、Ｅによる平成２４年分法人税更正の

請求に原告の意思が反映されることはあり得ず、原告とＥとが何らかの合意をなすことは

あり得ない。被告は、原告の関知しようのない事情をもとに、Ｅが原告に対して債務免除

を行ったと主張するものであり、極めて不当である。 

（４）争点１－４（必要経費算入の可否）について 

（原告の主張の要旨） 

本件各通知処分で必要経費と認定されている外注費（１億２３６９万９１７５円）に加

え、下記のとおり、５１５７万５５０３円を必要経費として認めるべきである。 

ア 丁において管理・支出していた経費について       合計１７９６万２７２６円 

（ア）給料（戊及びＨに対するもの）   合計９６０万円 

ａ 原告は、従業員として子である戊及び妻であるＨを雇用しており、戊に対しては、

年３６０万円、Ｈに対しては年６００万円の合計９６０万円を支払っている。現に、

原告は、これらの給与に対応する源泉徴収税を納付しているし、Ｈに対する給与の

支払については、原告の総勘定元帳の裏付けもある。 

ｂ 被告は、戊がＥから分配金を得ていたことを、原告が戊を雇用していなかったと

する根拠としている。 

しかし、Ｇグループにおける分配金は、丁が管理する通帳に入金された売上が原

資になっているところ、これとは別に戊が管理する原告名義の通帳があり、原告か

ら戊に対する給与は、この通帳に入金された売上を原資として支払われていた。そ

うすると、戊が、Ｇグループにおいて分配金を受領していたことと、原告が戊に給

料を支払っていたこととは併存し得るのであって、被告の主張は失当である。 

（イ）支払家賃   合計６００万円 

税理士としての活動において、事務所の存在は不可欠である以上、事務所の家賃負担

をしないことはあり得ず、Ｅにおいても、Ｅ名義で事務所を賃借していたが、家賃はＥ

だけでなく、同事務所を利用する各個人税理士も負担することとなっていた。 

原告の使用面積は全体の５分の１程度であることから、原告は、月額賃料及び共益費

の総額２５０万円の５分の１である月額５０万円の１年分６００万円を負担していた。 

（ウ）通信費（４万４８３４円）、租税公課（２０５万４７００円）、支払手数料（１３

万３３９２円）、諸会費（丁管理分に係るもの、１２万９８００円）    

合計２３６万２７２６円 

乙３９ないし４５及び甲３１によれば、原告が上記通信費等の経費を負担したことが

認められる。 



9 

イ 戊において管理・支出していた経費について  ３３６１万２７７７円 

（ア）戊班は、平成２４年において、原告の総収入金額を得るために直接に要した費用等

として、下記のとおり支出している。                      

 したがって、これらの金額は、必要経費として認めるべきである。 

① 給与等 ２０１６万８８６８円 

② 通信費   ４６万９４３５円 

③ 租税公課  ７８万４８００円 

④ 支払手数料 １７万９６０８円（本件各通知処分において必要経費として認定さ

れている１０万８７３５円を含む。） 

⑤ 諸会費   １６万７３００円 

⑥ 支払家賃 １４７万５４６０円 

⑦ その他 １０３６万７３０６円 

（イ）これらは、いずれも戊名義の銀行口座からの引き落としや、戊名義のクレジットカ

ード決済によるものである。しかし、平成２４年当時は、戊が税理士業務を行っていな

かったことから税理士として個人収入を計上することはできず、かつ、戊はＧグループ

の中でも原告との間で顧問契約等を締結している顧客に関する業務に従事していた。そ

うすると、戊班の売上は、原告の売上であり、その反面、戊班で支出した経費は全て原

告の経費として計上されるべきである。 

（ウ）被告は、原告が戊において管理・支出していたと主張する経費は、いずれも戊班に

分配され、処分行政庁によって必要経費として既に認められているところの上記分配金

を原資とするものであると考えられるから、原告は、特段の事情がない限り、上記経費

とは別途に、経費を負担しているとは考え難い旨主張する。 

この点、戊は、原告の口座を管理しており、その口座から自由に出金することができ

るのであるから、戊が支出した経費は、原告が支払ったのと同視し、原告の経費とみる

べきである。そうすると、本件では、被告の主張するところの「特段の事情」があると

いえる。 

（被告の主張の要旨） 

ア 丁において管理・支出していた経費について 

（ア）給料（戊及びＨに対するもの） 

ａ 戊は、Ｅから分配金の支払を受けており、平成２４年分の合計は約９４０万円で

あって、これとは別に原告から給与を支払われていた事実を裏付ける証拠はない。 

ｂ Ｈは、平成２５年度（平成２４年分）の市・県民税の申告において、無職、平成

２４年中の所得金額を０円、原告に扶養されていた旨申告していることからすると、

Ｈが原告から給与を支給されていたと認めることはできない。また、Ｇグループに

おいては、丁班が総務や経理事務を担当し、他の業務班が、税理士業務や記帳代行

業務を担当していたことからすると、Ｈに、原告の事業に係る専従者としての実態

があったとは考え難い。 

（イ）支払家賃 

事務所の月額家賃等は、Ｅにより支払われているところ、原告がＥに対して家賃負担

分を支払ったことを裏付ける証拠はない。 
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原告は、税理士としての活動において、事務所の存在は不可欠である以上、家賃負担

をしないことはあり得ない旨主張するが、原告名義の顧問契約に係る顧問料等のうち約

５割相当額がＥに分配される形で、Ｇグループに係る経費を負担していたのだから、原

告の主張は当たらない。 

（ウ）通信費、租税公課、支払手数料、諸会費（丁管理分に係るもの） 

Ｅは、平成２４年分法人税更正の請求において、経費負担金として４４４６万０４２

６円を計上し、これが認容されているところ、原告が必要経費として主張する、通信費、

租税公課、支払手数料、諸会費は、上記経費負担金に含まれている。 

このように、上記経費負担金は、Ｅにおいて支出され、損金処理されているのだから、

これを原告の必要経費として認めることはできない。 

イ 戊において管理・支出していた経費について 

原告は、原告名義の顧問契約によって得た顧問料を、分配金として、Ｅ及び戊班を含む

業務班に分配していた。そして、処分行政庁は、こうした経理処理に基づき、原告が、

顧問料収入と同額分の外注費をＥに支出したとして、必要経費と認めている。そうであ

るところ、原告が戊において管理・支出していたと主張する経費は、いずれも戊班に分

配され、処分行政庁によって必要経費として既に認められているところの分配金を原資

とするものであると考えられる。 

そうすると、原告は、特段の事情がない限り、上記経費とは別途に、経費を負担してい

るとは考え難いところ、特段の事情は認められないから、上記経費を必要経費と認める

ことはできない。 

（５）争点１－５（処分手続の重大な違法の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

ア（ア）通則法２３条４項は、税務署長は、更正の請求があった場合には、「その請求に

係る」課税標準等又は税額等について調査することと規定している。また、平成２３

年法律第１１４号による法改正により、通則法に税務調査手続に関する規定が整備さ

れたが、これは調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高める観点から規定された

ものであって、更正の請求に係る調査と、一般の税務調査とは峻別されるべきことを

明らかにしたものである。加えて、更正の請求に係る調査の結果、増額更正処分がさ

れることはないから、納税者にとって不意打ちとなるおそれはない一方で、一般の税

務調査における調査の結果、増額更正処分がされることがあるため、納税者に手続保

障が必要になるという点において、更正の請求に係る調査と一般の税務調査とは異な

る。 

これらによれば、更正の請求に係る調査（通則法２３条４項に規定される調査）と、

一般の税務調査（通則法第７章の２に規定される調査）とは峻別されるべきであり、

前者の調査において、更正の請求（減額更正）に必要な範囲を超えて、追徴課税額の

有無まで調査することは許されない。 

（イ）本件では、本件各通知処分に係る調査では、更正の請求に係る調査に必要な範囲

を超えて、一般の税務調査を行って追徴課税額に相当する部分まで調査がされたのだ

から、本件各通知処分に係る調査には重大な違法がある。 

イ また、通則法７４条の２以下に規定する調査に当たっては、「調査の事前通知」（通
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則法７４条の９）を行う必要がある。 

本件各通知処分について行われた実地調査（以下「本件実地調査」という。）では、上

記事前通知はされなかった。仮に事前通知が行われていたとしても、更正の請求に係る

調査を行う目的である旨通知しながら、前記ア（イ）のとおり、実際には、一般の税務

調査を行ったのであるから、重大な不意打ちであって看過できない違法がある。 

ウ 加えて、国税に関する実地の調査の終了の際には、調査結果内容の説明や修正申告の

勧奨等の説明をすることを要する（通則法７４条の１１）。 

本件実地調査では、これらの手続は全く履践されなかった。仮に履践されていたとして

も、原告の同意なく税務代理人である戊に説明したものであり、説明義務の履行は不十

分である（通則法７４条の１１第５項）。 

なお、被告は、本件では、更正の期間制限のため更正処分をすることができず、また、

本件実地調査の結果、更正をすべきと認められなかったのだから、「国税に関する調査

の結果、更正決定等をすべきと認める場合」に当たらないため、調査結果内容の説明等

をすべき法的義務はなかった旨主張する。しかし、本件各通知処分の内容をみると、納

付すべき税額が当初申告額や更正の請求記載の金額よりも多額と認定することで、原告

に対する還付金がないと判断している。この点において、本件各通知処分は、増額更正

をしたのと同義である。そうすると、被告の上記主張は失当である。 

エ 前記アからウまでのとおり、本件各通知処分は、重大な違法性を帯びた調査に基づい

ており、取消しの瑕疵がある。 

（被告の主張の要旨） 

ア 通則法第７章の２における「調査」と、同法２３条４項の「調査」とは基本的に同義

であると解される。更正請求に対する判断に当たって、更正の請求において納税者が取

り上げた事実のみを判断しなければならないと解すべき法令上の根拠はない。原告の主

張は、通則法を正解しないもので理由がない。 

イ 本件各通知処分の調査を担当した担当者は、平成３１年２月７日、戊に対して、通則

法７４条の９第１項所定の事前通知を行っている。 

ウ 通則法７４条の１１第２項は、「国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認

める場合」に、当該納税義務者に対する調査結果の内容を説明するものとする旨を定め

ている。 

本件では、更正の期間制限のため更正処分することができず、また、調査の結果、減額

更正をすべきと認められなかったのだから、「国税に関する調査の結果、更正決定等を

すべきと認める場合」に当たらない。 

したがって、調査結果内容の説明等がされなかった点に違法があるとする原告の主張は

前提を欠く。なお、「国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合」に

当たらなくとも、調査結果の内容を説明することが禁止されているわけではないことか

ら、本件各通知処分を担当した調査担当者は、令和元年５月２３日に原告に対して、同

月２７日に戊に対して、それぞれ調査結果の内容の説明をしている。 

（６）争点２－１（本件業務委託分報酬及び本件Ｅ報酬が、課税資産の譲渡等の対価であるか

（仮に同対価であるとしても、本件業務委託分報酬が課税仕入れに係る支払対価といえる

か））について 
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（被告の主張の要旨） 

ア 消費税法上の課税対象たる「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる役

務の提供であり、課税標準は、上記「資産の譲渡等」の対価である。 

イ 原告は、本件各顧問先からの入金の受付と返還、架空経費の計上という本件脱税工作

を反復・継続して行っており、その対価として、本件業務委託分報酬を得ていたもので

ある。そうすると、本件脱税工作は、事業として対価を得て行われる役務の提供といえ

るから、その対価である本件業務委託分報酬は、上記「資産の譲渡等」の対価に該当す

る。なお、原告は、本件業務委託分報酬全額について、課税仕入れに係る消費税額の控

除が認められるべきであると主張するが、前記（１）（被告の主張の要旨）イのとおり、

本件業務委託分報酬と同額の必要経費の計上を認めることはできないから、原告の主張

は前提を欠く。 

また、原告は、Ｅの実質的主宰者として、その業務全般を統括し、Ｅに顧客を融通した

り、Ｅの経営上の判断を行うなどの業務を行っていたのであり、その対価として、本件

Ｅ報酬を得ていたものである。そうすると、上記Ｅの実質的主宰者としての業務は、事

業として対価を得て行われる役務の提供といえるから、その対価である本件Ｅ報酬は、

上記「資産の譲渡等」の対価に該当する。 

（原告の主張の要旨） 

ア 処分行政庁の認定によれば、本件架空業務委託契約は架空のものなのであるから、報

酬に対応する役務の提供は観念できない。 

そうすると、本件業務委託契約における「役務の提供」は、消費税法４条１項のいう

「資産の譲渡等」に当たらず、消費税の課税対象とはなり得ない。 

仮に本件業務委託分報酬が原告に帰属するとしても、前記（１）（原告の主張の要旨）

イのとおり、所得税法上、本件業務委託分報酬と同額の必要経費の計上が認められるの

と同様、消費税法上、本件業務委託分報酬全額について、課税仕入れに係る消費税額の

控除が認められるべきである。 

イ 本件Ｅ報酬については、前記のとおり、そもそも原告は受領していないのだから、被

告の主張は前提を欠く。 

（７）争点２－２（理由の提示に瑕疵があるか）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 行政手続法８条１項本文が、申請に対する許認可等を拒否する処分をする場合に、理

由の提示を要求しているのは、申請に応答して許認可等を拒否するという処分の性質に

鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理

由を申請者に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨と解される。このような同条の

趣旨に鑑みれば、申請に対する拒否処分に付すべき理由は、その趣旨を充足する程度に

処分の理由を具体的に明示するものでなければならず、それで足りると解すべきである。 

イ 本件消費税等通知処分の通知書には、簡潔ながらも、原告がＥから、２２００万円の

外注費を受領しており、これが消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額に当たること

を明らかにしている。このような理由の提示は、上記趣旨を充足する程度に具体的であ

る。 

ウ したがって、本件消費税等通知処分の理由の提示に瑕疵はない。 
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（原告の主張の要旨） 

ア 本件消費税等通知処分は、Ｅから原告に対して支払われた２２００万円を「資産の譲

渡等」の対価の額の合計額に計上すべきものとして認めているが、当該外注費が何の対

価なのかが何ら認定されていない。 

イ したがって、本件消費税等通知処分の理由の提示に瑕疵がある。 

（８）争点３（本件各通知処分がされるまで１年以上にわたり、本件各更正の請求に対する応答

がされなかったこと及び本件各通知処分をしたことの国家賠償法上の違法性の有無）につい

て 

（原告の主張の要旨） 

ア 処分行政庁は、原告からの本件各更正の請求を受理した後、１年以上にわたり、本件

各更正の請求に対する判断を行わなかった。通則法は、更正の請求があった日の翌日か

ら３箇月が経過すると還付金に所定の還付加算金を付加しなければならない旨を定めて

いる（通則法５８条１項２号）ことからすると、基本的に更正の請求のあった日の翌日

から３箇月以内には更正の請求に対する応答がされるべきである。 

被告は、調査担当者は、本件各更正の請求の裏付けとなる資料の提示を求めたが、十分

な裏付けが確認できなかったことから、本件実施調査を行うなどして、本件各通知処分

に至ったものであり、所要の調査を行わないまま、本件各更正の請求を漫然と放置した

わけではない旨主張する。しかし、本件実地調査は、更正の請求に係る調査に必要な範

囲を超えて違法に行われたものであり、そのような調査に時間を要したことは、処分の

遅延を正当化するものではない。 

イ また、本件各通知処分の違法性は前記のとおりである。 

（被告の主張の要旨） 

ア 原告は、基本的に更正の請求のあった日の翌日から３箇月以内には更正の請求に対す

る応答がされるべきであると主張するが、そのような定めをした法令の規定はなく、処

分行政庁にそのような職務上の義務は課されていない。 

そして、本件各更正の請求に係る調査において、調査担当者は、平成３０年６月８日以

降、文書、電話、面接などを通じて、本件各更正の請求に係る原告の税務代理人である

戊に対し、本件各更正の請求の裏付けとなる資料の提示を求めたが、十分な裏付けが確

認できなかったことから、平成３１年２月１４日、本件実地調査を行うなどして、本件

各通知処分に至った。このように、処分行政庁は、本件各更正の請求について、所要の

調査を行わないままこれを漫然と放置したわけではない。 

原告は、本件実地調査は、更正の請求に係る調査に必要な範囲を超えて違法に行われた

ものであり、そのような調査に時間を要したことは、処分の遅延を正当化するものでは

ないと主張するが、原告の主張は、更正の請求に係る調査と、一般の税務調査を峻別す

べきとする誤った前提に立っており失当である。 

イ また、本件各通知処分の適法性は前記のとおりである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

（１）Ｇグループにおける原告の地位等について 

原告は、Ｇグループを構成するＤの代表取締役である（前記前提事実（１）ア）。原告
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は、Ｇグループにおいて「社長」と呼ばれ、Ｅの事務所の奥に位置する原告の部屋は「社

長室」と呼ばれていた（乙１７）。毎月の各業務班の班長の報酬（分配金）は、上記「社

長室」において、原告から手渡されていた（乙３４）。 

また、原告は、丁がＥの代表社員でありながら、丁からＥにおける重要な事柄の決定に

ついて相談を受け、税務調査があったときは必ず報告を受けていた（乙１７、乙３４）。 

原告は、丁の了承の下、Ｅから月額２００万円の金員（本件Ｅ報酬）を毎月受領してい

た。ただし、実際の支払に当たっては、当該月における本件脱税工作分配金相当額や、借

入金の返済額が控除された額が支払われていた。（乙１７ないし乙１９、乙２９） 

（２）Ｇグループの経理処理及び損金処理の状況等について 

ア Ｅ、原告その他の各個人税理士及び税理士資格を持たない幹部従業員は、Ｆグループ

又は合同事務所と呼ばれるグループ（Ｇグループ）を構成し、税理士（原告等を除

く。）又は幹部従業員を班長とする業務班を編成の上、税理士業務や記帳代行業務を共

同して行っていた（前記前提事実（１）ウ）。 

丁班は、Ｇグループ全体の総務や経理事務を担当し、Ｇグループの顧客への税理士報酬

の請求を行うほか、税理士報酬の入金先となるＥ及び各個人税理士名義の預金口座の通

帳やキャッシュカードを預かり、その収入を一元的に管理していた。また、事務所の家

賃、事務用品費、設備費等に係る費用及び各個人税理士の個人事務所の家賃等、Ｇグル

ープで生じた経費についても一元的に管理し、上記口座へ入金された資金又は手元に留

保している現金を原資として、その支払もしていた。（前記前提事実（１）ウ） 

イ 丁班は、Ｇグループ全体の売上（Ｅ又はＧグループに所属する原告を含む各個人税理

士が顧客から受領する顧問料等（以下「顧問料等」という。）や、Ｄの売上（本件脱税

工作の過程で本件各顧問先からＤの口座に入金された金員を含む。））を売上集計表に

まとめていた。売上集計表には、各月における顧客からの入金額とＥ及び各業務班の分

配割合及び分配額等を記載し、これに基づいて、分配表（各業務班の班長に対する各月

の分配金の額をまとめたもの）及び金種表を作成していた。売上集計表にまとめられた

顧問料等の分配の割合は、Ｅに約６割（うち１割は丁班）、各業務班に約４割とされて

いた。（乙１７、乙１８、乙４７、弁論の全趣旨） 

戊は、平成２３年５月以降、原告の顧問料等が入金される原告名義の口座の１つを直接

管理するようになり、同口座に入金された売上金の約５割を取り分として受け取るよう

になった。戊は、この取り分の中から、前記ア記載の丁班が支出している経費以外の経

費を支払っていた。このように平成２４年においては、丁班及び戊班が原告の顧問料等

を管理していた。（乙３４） 

戊は、平成２４年度の分配金として、下記のとおり、約９４０万円を支給されていた

（乙１８、１９）。 

支払額 関連会社分 

１月 401,000 71,200

２月 360,100 71,200

３月 2,133,000 107,200

４月 469,790 51,200

５月 307,400 116,200
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６月 615,700 71,200

７月 248,300 91,200

８月 412,100 71,200

９月 2,108,000 171,200

１０月 138,400 71,200

１１月 772,400 121,200

１２月 290,000 131,200

小計 8,256,190 1,145,400

合計 9,401,590

ウ（ア）売上集計表に記載される顧客からの入金額は、個人税理士に対するものであって

も実際に顧客から支払われた源泉徴収税額控除後の金額（法人ではない税理士に報酬

を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければならない（所得税法２０４条１項２

号）。）ではなく、源泉徴収税額控除前の金額であり、Ｅ及び各業務班の班長に対す

る分配金の額は、源泉徴収税額控除前の金額に基づいて算出されていた（乙１７、弁

論の全趣旨）。 

（イ）原告が平成２１年、平成２２年、平成２３年及び平成２４年の各年において支払

を受けた顧問料等報酬に係る源泉徴収税額（支払に当たって現に源泉徴収されていた

金額。前記（ア）のとおり、この額は、売上集計表に入金額として計上される金額か

ら実際に顧客から丁班及び戊班が管理する原告名義の預金口座に入金される金額との

差額と同額となる。）は、次のとおりであった。 

① 平成２１年 １０３２万４０５０円（乙４７） 

② 平成２２年 １０９９万０４７６円（乙４７） 

③ 平成２３年 １４０２万３１４９円（乙４７） 

④ 平成２４年  ４２３万３３１４円（丁管理分、乙１５） 

５２６万５９８４円（戊管理分、乙１６） 

９４９万９２９８円（合計） 

（ウ）Ｅは、平成２５年８月１９日付けで、浪速税務署長に対し、平成２１年、平成２

２年及び平成２３年の各法人税の修正申告をした。同各修正申告において、上記①②

③の各源泉徴収税額相当額を含む経費負担金を損金としてそれぞれ計上していた（乙

４８、乙４９、乙５０、乙５１、弁論の全趣旨）。 

また、Ｅは、平成２５年１２月２７日付けで、浪速税務署長に対し、平成２４年１

２月期の法人税の更正の請求をした（平成２４年分法人税更正の請求）。その際、経

費負担金４４４６万０４２６円を新たに損金に計上したが（乙２１（３枚目））、同

経費負担金には、上記④の源泉徴収税額相当額（９４９万９２９８円）が含まれてお

り（乙２２（３枚目））、浪速税務署長により、上記経費負担金が損金として認容さ

れた（乙２３（２枚目））。 

エ（ア）Ｅは、平成２４年分法人税更正の請求において、確定申告で外注費として計上し

ていた１億３８７５万６８７６円のうち、１９９１万９４３５円の外注費が過大に計

上されていたとして、これを減算した額を更正の請求書に記載していた（乙２１、乙



16 

２６、乙２７、弁論の全趣旨）。 

（イ）浪速税務署租税職員は、平成２４年分法人税更正の請求について調査を行った。

当該職員は、同調査の中で、丁に対し、上記減算後の外注費である１億１８８３万７

４４１円の内訳が分かる資料を求めたところ、丁は、「Ｈ２４年 売上、受取手数料、

外注費（修正）」と題する書面（甲２３）と同様の資料を提示した。同書面には、上

記１億１８８３万７４４１円の内訳について、①税理士法人の外注費（７８８３万７

４４１円）及び②「乙、Ｉ」に係る外注費（４０００万円）との記載があった。そこ

で、上記当該職員は、丁に対し、上記②（４０００万円）の内訳の確認を行ったとこ

ろ、乙に対する１２００万円、Ｉに対する６００万円及び原告に対する２２００万円

の支払である旨の供述をした（乙２９、弁論の全趣旨）。 

（３）本件脱税工作に関する事実 

ア 原告は、Ｇグループの顧問先である顧客に対し、架空の経費を計上する方法による脱

税を持ち掛け、これに応じた顧客（本件各顧問先）について、上記方法による脱税工作

（本件脱税工作）を行った（乙３０ないし乙３２、弁論の全趣旨）。その具体的な方法

は、概要、次のとおりであった。 

すなわち、①本件各顧問先とＤとの間で、委託者を本件各顧問先、受託者をＤとし、委

託業務を事務員の派遣等とする業務委託契約書を取り交わし（本件架空業務委託契約）、

②本件各顧問先が、原告の管理するＤ名義の預金口座に委託料名目の金員を振り込み、

③原告が、同振込金額から、その約８割相当額を引き出し、④主として、前記（１）の

「社長室」において、本件各顧問先に現金で返還する、というものであった。（乙３０

ないし乙３２、乙３３の１ないし２１、弁論の全趣旨） 

イ また、本件脱税工作に係るＧグループ内部における事務処理は、概要、次のとおりで

あった。 

すなわち、①原告が、毎月、本件脱税工作に係る相手先（本件各顧問先）、業務内容、

金額及び担当した班長への分配金（本件脱税工作分配金）を記載した売上一覧メモを作

成し、②同売上一覧メモを、原告が管理するＤの預金通帳とともに丁に交付し、③丁班

が、同預金通帳及び売上一覧メモに基づいて、売上集計表に、Ｄの売上（本件架空業務

委託契約に基づきＤ名義の預金口座に振り込まれた金額）や本件脱税工作分配金の額を

記入する、というものであった。（乙１７、乙１８、弁論の全趣旨） 

ウ 本件脱税工作に関し、平成２４年１月１日から同年１２月３１日までに本件各顧問先

からＤ名義の口座に入金された金額は、別表３「業務委託契約に係る報酬」（甲９の１

の別表２）の「①受領額」欄記載のとおりであり、本件脱税工作分配金の額は、同表

「②本件分配金」欄記載のとおりであり、本件各顧問先への返金額は、同表「③顧問先

への返金」欄記載のとおりであり、本件業務委託分報酬の額は、同表「本件報酬」欄記

載のとおり（すなわち、本件業務委託分報酬の金額（本件報酬欄記載の金額）は、本件

架空業務委託契約に基づき本件各顧問先から振り込まれた金員（①受領額欄記載の金

額）から本件脱税工作分配金（②本件分配金欄記載の金額）及び当該顧客への返金（③

顧問先への返金欄記載の金額）を控除した金額）であった（弁論の全趣旨）。 

（４）本件各通知処分に至るまでの経過及び本件各通知処分の内容等に関する事実 

ア 原告は、平成３０年４月２日、処分行政庁に対して、別表１及び別表２の各「更正の



17 

請求」欄のとおり、本件各更正の請求を行った（甲６の１、甲６の２）。 

本件各更正の請求に係る更正の請求書の「更正の請求をする理由、請求するに至った事

情の詳細、添付した書類等」欄には、要旨、税務調査によって、原告の個人収入がゼロ

となり、すべてＥに帰属すべきものと認定されたため（平成２３年も同様の認定を受け

ている）、との記載がされていた。また、所得税に係る更正の請求書の「総合課税の所

得金額」の「請求額」欄はいずれも「０」と記載され（甲６の１）、消費税等に係る更

正の請求書の「正当とする金額」欄はいずれも空欄（甲６の２）であった。 

なお、原告は、本件各更正の請求において、取引の記録等に基づいてその理由の基礎と

なる事実を証明する書類（通則法２３条３項、通則法施行令６条２項参照）や帳簿書類

が返却された時期が分かる資料などの、帳簿の押収などにより国税の課税標準又は税額

等を計算することができなかったこと等を証する資料（通則法２３条２項３号、国税通

則法施行令６条３号参照）を提出していなかった（弁論の全趣旨）。 

イ 調査担当者は、平成３０年６月８日付けで、戊（戊は、本件各更正の請求に係る原告

の税務代理人であった（乙６０）。）に対し、帳簿書類が返却された年月日を証明する

書類及び取引の記録に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類の提出を求め

た（乙８）。 

これに対し、戊は、同月１８日、原告の事業所得に係る売上金額の一部を証明する資料

として原告の売上を月ごとに集計したもの（乙９）及び原告がＡ及びＢから役員報酬等

を得ていたことを証明する資料として、Ａ及びＢに係る給与集計表等（乙１０ないし乙

１３（枝番を含む）を提出した。しかし、帳簿書類が返却された年月日を証明する書類

は提出しなかった。（弁論の全趣旨） 

ウ 調査担当者は、戊に対して、追加の資料を提出するよう求めるとともに、原告の本件

各確定申告における各種所得金額の内容等を問い合わせた。 

これに対し、戊は、平成３０年７月３０日、答弁書と題する書面（乙１４）、原告の売

上を顧問先及び月ごとに集計した書面（乙１５、乙１６）を提出した。（弁論の全趣

旨） 

エ 調査担当者は、再度、追加資料の提出を求めるとともに、戊に対して本件各更正の請

求における請求額の内容を問い合わせた。 

これに対し、戊は、平成３０年９月、検察庁から帳簿書類等の還付があった日付を証明

する書類として、戊のスケジュール帳等とともに、溶解証明書を提出した。さらに、同

年１２月、Ｅの平成２３年１２月期の法人税の修正申告書の控え等を持参し、平成３１

年１月１８日、答弁書と題する書面を提出した。（甲５の２、乙７、弁論の全趣旨） 

オ 調査担当者は、更なる調査を行うため、平成３１年２月１４日、大阪市内に所在する

税理士法人Ｊにおいて、実地調査を行った（本件実地調査。乙２、弁論の全趣旨）。 

カ その後も、調査担当者は、戊に対して、追加資料の提出等を何度も依頼していたが、

結局、戊は、原告の平成２４年分の課税標準等を確認することができるだけの資料を提

出しなかった（弁論の全趣旨）。 

（５）本件各通知処分の内容に関する事実 

ア 処分行政庁は、令和元年５月２９日付けで、原告の平成２４年分所得税に係る更正の

請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（一部取消し前の本件所得税通知処
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分）及び本件課税期間分に係る消費税及び地方消費税に係る更正の請求に対する更正を

すべき理由がない旨の通知処分（一部取消し前の本件消費税等通知処分）をした（一部

取消し前の本件各通知処分。前記前提事実（２）エ）。 

イ 一部取消し前の本件所得税通知処分は、処分の理由の中で、事業所得の金額の算定に

当たり、外注費１億２３６９万９１７５円を必要経費として認めている。その理由につ

いて、原告の顧問料収入は、税理士業務によるものであるところ、その事業形態は、請

け負った業務の全てをＥ等に外注に出す形態となっていると認められることから、原告

の顧問料収入と同額の外注費を必要経費と認めるべきである旨記載している（甲９の

１）。 

ウ 本件消費税等通知処分に係る通知書（甲９の２）は、更正をすべき理由があるとは認

められない理由について、概要、次のとおり記載している。 

（ア）本件消費税等更正の請求について調査した結果、下記①ないし③のとおり、原告の

本件課税期間分の課税標準の額は１億５５１４万円、納付すべき消費税及び地方消費税

の合計税額は１２４万２５００円となることから、本件消費税確定申告書に記載した課

税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は

当該計算に誤りがあったことにより本件消費税確定申告書の提出による納付すべき金額

が過大であるとは認められない。 

① 消費税 

原告の本件課税期間における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額は、ⅰ）顧問料

収入（１億２３６９万９１７５円）、ⅱ）Ｅから支払われた金額（２２００万円）及

びⅲ）業務委託契約に係る報酬（１７１９万８０００円）を合計した１億６２８９万

７１７５円（税込金額）に１０５分の１００を乗じた１億５５１４万０１６６円（税

抜き金額）となることから、１億５５１４万円（千円未満の端数切捨て）となる。 

上記課税標準額１億５５１４万円に対する消費税額を計算した結果、６２０万５６

００円となる。 

上記顧問料収入に係る事業形態は、請け負った業務の全てをＥ等に外注に出す形態

となっていることから、上記顧問料収入と同額の１億２３６９万９１７５円が外注費

として課税仕入れに係る支払対価に該当する。これを前提に、原告の本件課税期間の

控除対象仕入税額を計算した結果、４７１万２３４９円となる。 

以上を前提に本件課税期間の消費税額を計算した結果、消費税額は１４９万３２０

０円（百円未満切捨て）となる。 

原告の本件課税期間における中間納付税額は、消費税法４４条（平成２４年法律第

６８号による改正前のもの）の規定により４９万９２００円となる。 

② 地方消費税 

地方消費税に係る課税標準は、上記消費税額である１４９万３２００円となるので、

当該金額を基に計算した結果、地方消費税額は３７万３３００円となる。 

原告の本件課税期間における中間納付譲渡割額は、地方税法附則９条の５の規定に

より読み替えられた地方税法７２条の８７（平成２４年法律第６９号による改正前の

もの）の規定により１２万４８００円となる。 

③ 納付すべき消費税及び地方消費税の合計税額 
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上記①②により、本件課税期間の納付すべき消費税及び地方消費税の合計税額を計

算した結果、１２４万２５００円となる。 

（イ）なお、①消費税の課税標準額を認定した理由のうち、Ｅから支払われた金額に関し

ては、「Ｅから、外注費としてあなたに支払われた２２，０００,０００円は、当課税

期間の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に計上すべきものと認められます。」と記

載されているのみであった。 

２ 争点１－１（本件業務委託分報酬の帰属及び本件業務委託分報酬と同額の必要経費の計上の

可否）について 

（１）前記認定事実（３）によれば、本件脱税工作による脱税を本件各顧問先に持ち掛け、業務

委託料名目で振り込まれた金員の一部を本件各顧問先に返金するという、本件脱税工作の重

要部分を担い、本件脱税工作に係る経理処理に関与した個人税理士に対する分配金相当額を

実質的に負担したのは、いずれも原告である。本件脱税工作を主導していたのが原告である

ことは明らかである。これに加え、原告は、上記業務委託料名目で振り込まれた金員の振込

先であるＤ名義の口座を自ら管理し（前記認定事実（３）ア）、本件業務委託分報酬（本件

業務委託分報酬は、Ｄ名義の口座に振り込まれた上記金員から、本件各顧問先への返金額及

び本件脱税工作分配金の額を控除した残余分である。）を自由に引き出せる立場にあったこ

とに照らすと、本件業務委託分報酬を実質的に収受したのは原告であるといえる。 

以上によれば、本件脱税工作に係る業務を受託したのは、本件架空業務委託契約の名義

人がＤであることにかかわらず、原告であって、同業務の対価たる収益（本件業務委託分

報酬）は、原告に帰属するというべきである。 

（２）原告は、本件脱税工作分配金を、原告が負担した事実はない旨主張する。 

しかしながら、乙１７（添付資料１－２（平成２３年１０月分）を含む。）及び乙１９

（平成２４年１２月分）によれば、Ｅは、原告にＥ報酬を月ごとに支払う際（原告がＥか

らＥ報酬を受領していたと認定されることについては、後記３のとおりである。）、「社

長分」との囲み欄（金種表の下の囲み欄）の欄内にある「関連会社」と記載のある金額分

等を差し引いて支払っていたことが認められるところ、同金額は、売上集計表に記載され

た当該月における本件脱税工作分配金の合計額（前記認定事実（３）イ）を含んでいる

（乙１８の１５５頁目、甲９の１別表２）。こうした帳簿上の記載からすれば、原告は、

本件Ｅ報酬の支払を受ける際、本件脱税工作分配金相当額を控除された後の金額を現実に

受領していたものと推認でき、これを覆すに足りる証拠はない。そうすると、本件脱税工

作分配金を実質的に負担していたというべきである。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（３）原告は、本件架空業務委託契約に係る委託業務は全てが架空のものであったわけではなか

ったと主張する。この主張は、本件架空業務委託契約に係る委託業務の少なくとも一部につ

いては、Ｄによる業務の提供という実体があったのだから、Ｄに本件架空業務委託契約に係

る収益が帰属する理由が存在するとの趣旨の主張と解される。 

しかしながら、本件架空業務委託契約による報酬がＤの収益として計上されたことをう

かがわせる証拠がないこと、本件各顧問先は、もともとＧグループの顧問先であり、新た

に経営指導等を委託業務とする業務委託契約を締結する必要が乏しいと考えられること

（実際、本件各顧問先の１つである株式会社Ｋの役員であるＬは、研修会や勉強会は、本
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件架空業務委託契約を締結する以前から行われていた旨供述している（乙５５）。本件各

顧問先の１つである有限会社ＭのＮは、Ｄが主催する講習会が開かれていたことがある旨

供述するが（乙３１）、Ｌの上記供述も考慮すれば、これが、本件架空業務委託契約に基

づく業務の提供とは認めるに足りない。）、本件架空業務委託契約の内容をみると、事務

員の派遣や研修会の開催等が委託業務に含まれているものの、事務員の人数や派遣時間数

も特定がなく、研修会の開催日時、頻度、方法等について具体的記載がないこと（乙３３

の１ないし２１）を踏まえれば、本件架空業務委託契約は、全体として架空のものである

と考えざるを得ない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（４）原告は、仮に本件業務委託分報酬が原告個人に帰属するとしても、顧問料収入と同様に、

本件業務委託分報酬と同額分の外注費が必要経費として計上されるべきであると主張する。 

しかしながら、原告が、本件脱税工作に係る業務を、Ｄに外注に出していたと認めるに

足りる的確な証拠はない。むしろ、原告は、本件脱税工作に係る経理処理を、Ｇグループ

に属する他の個人税理士に行わせていたものであるが、本件業務委託分報酬は、本件各顧

問先からの受領額から、これら個人税理士に対する分配金（本件脱税工作分配金）の額及

び本件各顧問先への返還金の額をあらかじめ控除した後のものであるにすぎないから、こ

れを超えて必要経費を計上する余地はない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

３ 争点１－２（原告が本件Ｅ報酬を受領していたか）について 

（１）原告は、本件Ｅ報酬を受領していないと主張する。 

しかしながら、平成２４年分の分配表（乙１９）をみると、平成２４年の各月の下欄に、

「甲（●月分）」「丙●月分」「Ｉ●月分」（●には当該月が入る）との記載がある欄が

ある。そして、「甲（●月分）」欄のうち、「Ｅ」欄及び「合計」欄をみると、それぞれ

「２，０００，０００」と記載されている。また、上記分配表のうち、平成２４年８月分

の記載を見ると、「甲（８月分）」欄の「Ｅ」欄に「２，０００，０００」、「合計」欄

に「２，０００，０００」と記載され、「受取印」欄に●●との押印がされている（乙２

０、弁論の全趣旨）。加えて、原告の平成２４年分に係る総勘定元帳の現金勘定には、受

取手数料として税理士法人から２４００万円を受領した旨の記載がある（乙２８（１及び

５枚目））。 

以上によれば、平成２４年において、原告が年間２４００万円（月額２００万円）の金

員をＥから受領していたものと認定すべきである。 

（２）ア 原告は、前記主張の根拠として、①帳簿の記載のみに基づいており、根拠薄弱である、

②Ｅは、平成２４年分法人税更正の請求において、従前の申告に外注費の過大計上があ

ったとし、原告に対する金銭の支払を外注費として計上しておらず、平成２４年分法人

税更正の請求は、浪速税務署によって是認されていると主張する。 

イ しかしながら、原告は青色申告の承認を受けた者であり（第２の３（１）ア）、帳

簿書類の備付け、記録又は保存が所定の方式に従って適正に行われていたと推認するこ

とができる（所得税法１４３条以下参照）。総勘定元帳は、すべての取引を勘定科目の

種類別に分類して整理計算する最も重要な帳簿書類であるから、その記録は原則として

信用性が高いというべきであり、したがって、原告の平成２４年分の総勘定元帳にある
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原告が２４００万円を受領した旨の記録も相当程度の信用性を有するというべきである。

その点を措くとしても、原告が本件Ｅ報酬を受領していたことは、原告の総勘定元帳の

ほか、丁班が作成した分配表の記載や、丁及び丁班で働いていたＯの各供述によっても

裏付けられている（乙１７、乙２９）。原告の前記①の主張は採用することができない。 

また、前記②の主張は、要するに、過大計上があったとして減算された後の外注費に

は原告に対して支払われたとされる本件Ｅ報酬が含まれていないとの前提に立って、Ｅ

が本件Ｅ報酬を原告に支払った事実がなかったと主張するものであると解される。しか

しながら、前記認定事実（２）エ（イ）によれば、平成２４年分法人税更正の請求にお

いて過大計上があったとされた当該過大計上分を減算した後の外注費１億１８８３万７

４４１円には、原告に対する本件Ｅ報酬の一部（２２００万円）が含まれている。そう

すると、Ｅは、上記減算後であっても、原告に対し本件Ｅ報酬を支払ったものとして外

注費に計上し続けていたのであるから、原告の前記②の主張は前提を欠き、採用するこ

とができない。 

ウ したがって、原告の前記主張はいずれも採用することができない。 

（３）なお、処分行政庁は、本件Ｅ報酬の所得区分を事業所得（雑収入）とし、その金額を２２

００万円と認定している。 

しかしながら、原告が、Ｅの取締役等の役員であったことはうかがわれないものの、原

告は、Ｅの代表社員である丁などから「社長」と呼ばれ、Ｅの事務所の中にある「社長

室」と呼ばれる場所において、Ｅの重要な経営事項に係る意思決定に関与していたのだか

ら（前記認定事実（１））、Ｅの実質的な経営者としての地位にあったといえる。そして、

本件Ｅ報酬は、代表社員である丁の了解の下、毎月定額にて支払われており（乙２９、前

記（１））、原告が、Ｅに対し、Ｅに係る経営判断等以外の役務の提供をしていたことは

証拠上うかがわれない。そうすると、本件Ｅ報酬は、原告のＥにおける実質的な経営者と

しての地位に基づいて支払われたものというべきである。そして、前記（１）に説示した

ところに照らせば、その金額は２４００万円（月額２００万円×１２箇月分）であると認定

される。 

したがって、本件Ｅ報酬の所得区分は、給与所得（役員報酬）とし、その金額は２４０

０万円と認定するのが相当である。 

４ 争点１－３（未払金債務の債務免除の有無）について 

（１）ア 前記認定事実（２）ウ（ア）のとおり、売上集計表では、実際に顧客から支払われた

源泉徴収税額控除後の金額ではなく、源泉徴収税額控除前の金額が記載されており、Ｅ、

各業務班に対する分配金も、上記源泉徴収税額控除前の金額に基づき算定されていた。

原告は、（元）税理士であり、所得税法の源泉徴収義務を熟知していたはずであるから、

このような算定方法は、単純ミスということは考えられず、意図的なものであったと推

認するほかない。そうである以上、原告とＥとの間においては、そのような算定方法を

前提とした債権債務関係が発生していたというほかない。そうすると、原告がＥに対し

支払うべき分配金（外注費）の額は、原告名義の口座等に現に入金された顧問料等報酬

相当額のみならず、これに顧問料等報酬に係る源泉徴収税相当額を加算した金額であっ

たと評価せざるを得ない。 

しかるに、原告が、現にＥに支払っていた分配金（外注費）の額は、実際に顧客から
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支払われた源泉徴収税額控除後の金額であったのだから、原告は、顧問料等報酬に係る

源泉徴収税額と同額の未払金債務をＥに負っていたといえる。換言すれば、Ｅは、原告

に対し、源泉徴収税額を控除される前の顧問料等報酬を前提とする分配金債権を有して

いたのであり、源泉徴収税額に相当する部分の分配金が未払の状態のままで推移してい

たといえる。このことは、Ｅが、平成２１年、平成２２年及び平成２３年の法人税の修

正申告において、上記源泉徴収税額相当額を含む経費負担金を損金（本来的にはＥが原

告に請求することができるものであるが、請求することなく、いわば回収不能の債権と

して経理処理している。）として計上していたこと（前記認定事実（２）ウ（イ）及び

（ウ））からも裏付けられる。 

平成２４年中に支払を受けた原告の顧問料等報酬に係る源泉徴収税額は、９４９万９

２９８円であったのだから（前記認定事実（２）ウ（イ））、平成２４年当時、原告は、

Ｅに対し、上記金額と同額の未払金債務（本件未払金債務）を負っていたといえる。 

イ しかるに、本件全証拠によっても、少なくとも平成２１年から平成２３年までの間、

Ｅが原告に対して顧問料等報酬に係る源泉徴収税額相当額の支払を求めたり、本件Ｅ報

酬の支払に当たり上記源泉徴収税額相当額を控除したりした形跡はない。そして、Ｅは、

平成２１年、平成２２年及び平成２３年の法人税の修正申告において、上記源泉徴収税

額相当額を含む経費負担金を損金として計上していたこと（前記認定事実（２）ウ

（イ）及び（ウ））、原告は、Ｅを含むＧグループの実質的主宰者であり、「社長」な

どと呼称される立場にあったこと（前記認定事実（１））も考慮すれば、遅くとも平成

２４年当時において、Ｅにおいて、原告に対し、原告の源泉徴収税額相当額のＥに対す

る未払金債務の支払を求めず同債務を免除して、これをＥの経費負担金として計上する

という取扱いが常態化していたというべきであり、原告も、これを容認していたという

べきである。このことは、平成２４年分法人税更正の請求において、本件未払金債務相

当額９４９万９２９８円を経費負担金として計上し（前記認定事実（２）ウ（ウ））、

現に本件未払金債務の履行を原告に求めず、Ｅの負担としたことによっても裏付けられ

る。 

ウ 以上によれば、遅くとも平成２４年当時において、原告とＥとの間で、本件未払金

債務を免除する旨の黙示の包括的な合意が成立していたといえる。 

そして、本件未払金債務の額は、平成２４年における原告の顧問料の収入に係る源泉

徴収税額相当額であって、同額は、顧問料の支払と同時に特別の手続を要しないで確定

する（通則法１５条１項、２項２号。３項２号、所得税法２０４条１項２号）ことから

すれば、免除額に関する個別具体的な合意がなくとも、上記包括的な合意によって、本

件未払金債務相当額の債務免除益が原告に確定的に発生していたといえる。 

（２）原告は、Ｅが、平成２４年分法人税更正の請求をした頃、刑事裁判のため接見等禁止決定

を付されて勾留されていたこと等から、Ｅの更正請求ないし修正申告の提出に原告の意思が

反映されることはあり得ず、原告とＥとが何らかの合意をなすことはあり得ないなどと主張

する。 

しかしながら、前記（１）のとおり、Ｅが、少なくとも平成２１年から平成２３年まで

の間、原告に対し顧問料等報酬に係る源泉徴収税額相当額の未払金債務の支払を求めてい

なかったこと等の事実関係からすれば、Ｅにおいて、原告に対し、原告の源泉徴収税額相
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当額のＥに対する未払金債務の支払を求めず同債務を免除して、これをＥの経費負担金と

して計上するという取扱いが常態化しており、遅くとも平成２４年の時点において、本件

未払金債務を免除する黙示の包括的な合意が成立していたものと認められるのであり、Ｅ

は、その合意に基づいて、平成２５年１２月に本件平成２４年分法人税更正の請求をした

にすぎない（同月に本件平成２４年分法人税更正の請求がされたことは、上記の包括的な

合意の成立を裏付ける。）。 

したがって、Ｅが平成２４年分法人税更正の請求をした頃、原告とＥとが実際に交渉を

することができなかったという事情は、上記の包括的な合意の成立に関する認定を左右し

ない。 

５ 争点１－４（必要経費算入の可否）について 

（１）丁において管理・支出していた経費について 

ア 給料（戊及びＨに対するもの） 

（ア）原告は、従業員として子である戊及び妻であるＨを雇用しており、戊に対しては、

年間３６０万円、Ｈに対しては年間６００万円の合計９６０万円を支払っていたと主張

する。 

確かに、原告の平成２４年分所得税源泉徴収簿には、戊に年額３６０万円、Ｈに年間

６００万円（いずれも総支給金額）の給与を支給していたとの記載がある（甲１０の１

及び２）。そして、戊は、平成２４年分の所得税確定申告において、同年の給与収入が

年額５４０万円であり、そのうち３６０万円は原告から支払われた旨を申告している

（乙５２）。 

まず戊について検討するに、原告の平成２４年分の総勘定元帳には、原告が戊に給与

を支給した旨の記帳はされていない（乙２８（１、３～５枚目））。したがって、重要

書証相互に矛盾があるといわざるを得ず、上記源泉徴収簿（甲１０の１）及び確定申告

書（乙５２）は信用性を減殺され、採用することができない。前記のとおり、戊は、業

務班の班長としてＧグループから売上集計表で集計された分配金の支払を受けていたこ

と、その金額が平成２４年の年額で約９４０万円であったことが認められるが（前記認

定事実（２）イ）、これは業務の実態に鑑み給与としての性質を有するものとはいえな

いから、原告が戊に上記の給与を支給していたことを裏付けるには至らない。そのほか、

原告が戊に対して平成２４年に年額３６０万円の給与を支給していたことを認めるに足

りる証拠はない。 

次に、Ｈについてみると、原告の総勘定元帳に、Ｈに対する給与の支払を裏付ける記

載があるが（乙２８）、その一方で、Ｈは、平成２５年度の市・県民税の申告では、原

告の扶養を受け、自らは無職・無収入であると申告している（乙５３）。また、Ｈが、

Ｇグループで従業員として実際に稼働していたことを裏付ける証拠はない。そうすると、

やはり重要書証相互に矛盾があるといわざるを得ず、総勘定元帳の上記部分は信用性を

減殺され、採用することができない。そのほか、原告がＨに対して平成２４年に年額６

００万円の給与を支給していたことを認めるに足りる証拠はない。 

（イ）原告は、Ｇグループにおける分配金は、丁が管理する通帳に入金された売上が原資

になっているところ、これとは別に戊が管理する原告名義の通帳があり、原告から戊に

対する給与は、この通帳に入金された売上を原資として支払われていたのだから、戊が、
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Ｇグループにおいて分配金を受領していたことと、原告から給料を支払われていたこと

とは併存し得ると主張する。 

しかしながら、戊がＧグループからの上記分配金以外に給与の支払を受けていたこと

を裏付ける的確な証拠がないことは、前記（ア）のとおりである。この点を措くとして

も、原告の主張によれば、原告が戊に対して支払っていたとする給与の原資は、戊が管

理する原告名義の口座に入金された原告の顧問料等と考えられるところ、戊の業務実態

に鑑み、その支出が給与としての性質を有するとはいえない。なお、処分行政庁は、こ

れと同額の外注費を全て必要経費として認めているのだから、原告の主張する上記給与

の支払金額は、既に必要経費と認められているものと考えられ、これを重ねて必要経費

と認定することはできない（後記（２）イ参照）。 

（ウ）したがって、原告の前記主張は採用することができない。 

イ 支払家賃 

（ア）原告は、事務所を賃借していた契約名義人は、Ｅであるが、家賃はＥだけでなく、

一緒に入居する各税理士も負担することとなっており、原告は、月額賃料及び共益費の

総額２５０万円の５分の１である月額５０万円を負担していた旨主張する。 

しかしながら、原告が、家賃を負担していたと主張するＰの賃貸借契約書（甲２１）

をみると、その賃貸人は、株式会社Ｑであり、賃借人はＥであって、原告は上記家賃の

支払義務を負う法的立場にはない。上記賃貸借契約書によれば、月額の賃料及び共益費

は合計２６２万５０００円（税込）と定められていたことが認められるところ、Ｅの総

勘定元帳（乙２５（勘定科目を地代家賃とする部分は１４７頁以下））をみると、Ｅが

（株）Ｑに毎月地代家賃として約２９０万円を支払った旨の記載があるから、Ｅが

（株）Ｑに対し上記家賃を支払っていたと推認され、これを覆すに足りる的確な証拠は

ない。他方、原告の総勘定元帳には、原告が上記家賃を支出していた旨の記載はなく

（乙２８）、原告が主張するような上記月額５０万円の分担金の支払とうかがわれる記

載もない。そうすると、上記ビルの賃料は、全額Ｅによって支払われたものであり、原

告がその分担金を支払っていたとは認めるに足りない。 

（イ）原告は、税理士としての活動において、事務所の存在は不可欠である以上、家賃負

担をしないことはあり得ない旨主張する。この主張は、原告が、賃貸人に対して上記家

賃を直接に支払うことも、上記家賃を支払ったＥに対し相応の分担金を支払うこともな

かったとしても、実質的には原告が上記家賃を負担しているといえるからその部分につ

いては更に経費としての計上が認められるべきであるという趣旨と理解するのが合理的

である。 

そこで検討するに、原告は、顧問料等と同額の外注費をＥに支払い、丁班は、それら

外注費を原資にして、事務所の家賃等、Ｇグループで生じた経費の支払を行っていたの

だから、原告は、外注費に含む形で、間接的であれ事務所の家賃を負担していたと評価

することができ、これを超えて、更に家賃負担相当分を経費として計上する余地はない。 

（ウ）したがって、原告の前記主張は採用することができない。 

ウ 通信費、租税公課、支払手数料、諸会費 

原告は、通信費、租税公課、支払手数料、諸会費を経費負担している旨主張する。 

しかしながら、上記経費を原告が最終的な経費負担者として支払ったことを認めるに足



25 

りる的確な証拠はない。かえって、Ｅは、平成２４年分法人税分更正の請求において、

経費負担金として４４４６万０４２６円を計上し、これが認容されているところ（乙２

１～２３）、これには原告の経費負担金１７３９万３０７３円が計上されており（乙２

２（２枚目））、原告が必要経費として主張する、通信費（４万４８３４円）、租税公

課（２０５万４７００円。４月２５日付け消費税６８万７０００円、８月２３日付け事

業税３７万２７００円、９月２７日付け消費税（中間）６２万４０００円、１１月２９

日付け事業税３７万１０００円）、支払手数料（原告の主張を上回る１３万５３９５

円）及び諸会費（原告の主張額１２万９８００円のうち、４月分の税理士会費（８万２

８００円）、５月分の支部会費（１万８０００円）及び１２月分の支部会費（５０００

円）の合計１０万５８００円に限る。）は、上記経費負担金に含まれている（乙２２

（３、４枚目））。そうすると、原告の主張する通信費等の経費を負担したのは、原告

ではなく、Ｅである。 

なお、諸会費のうち上記経費負担金に含まれていない部分（２万４０００円）について

検討すると、原告が支払の裏付けとして提出した元帳（甲３１）は、丁班が管理するも

のであるから（証拠説明書に「総務管理分」とあるのは総務を担当していた丁班が作成

したという趣旨と解される。弁論の全趣旨）、同元帳に記載された支出を負担したのは

Ｅであると考えられる。そうすると、甲３１に諸会費の支出が記帳されていることをも

って、原告が同諸会費を負担したと認定することはできない（そして、仮に、同諸会費

の原資が原告の顧問料等であったとしても、原告の顧問料等と同額の外注費が必要経費

と認められている以上、これを重ねて必要経費と認定することはできない（後記（２）

イを参照）。）。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（２）戊において管理・支出していた経費について 

ア 原告は、戊名義の銀行口座からの引き落としや、戊名義のクレジットカード決済によ

って支払われた、給与等、通信費、租税公課等の各種経費は、原告の必要経費として認

められるべきである旨主張する。 

イ しかしながら、上記各種経費は、戊名義の銀行口座からの引き落としや、クレジット

カード決済によって支払われたものであって、原告が支払ったものではない。そうする

と、上記各種経費を、直ちに原告の必要経費と認めることはできない。 

（ア）この点に関して、原告は、上記各種経費は、戊がＧグループの業務班（戊班）とし

て、原告の顧問先に関する業務に従事していたものであるから、戊班の売上は原告の売

上であり、その反面、戊班で支出した経費は全て原告の経費として計上されるべきであ

ると主張する。この主張は、戊班で支出した経費は、原告の売上を原資とし、原告の売

上に対応するものであるから、上記各種経費の支払名義が戊であっても、原告による経

費負担があったとみるべきであるとの趣旨の主張と解される。 

そこで検討すると、Ｇグループにおいては、Ｅ又はＧグループに所属する各個人税理

士（原告を含む。）が顧客から受領する顧問料等を丁班が一元的に管理しており（ただ

し、平成２３年５月以降は戊が一部を管理した。）、戊班を含む業務班が、当該業務班

が担当した業務に関する収入の約４割ないし５割を、丁班が約１割を（戊班が約５割を

受領する場合は、零。乙３４）分配金として受領し、その余は、丁班と戊班のいずれが
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管理するかにかかわらず、Ｇグループ全体の経費の支払等に充てていたものである（前

記認定事実（２）ア、イ）。そして、原告は、顧問料等については、分配を受けること

なく（原告は業務班の班長ではない。前記認定事実（２）ア）、Ｇグループの実質的主

宰者として、前記３で説示したとおり、本件Ｅ報酬を受領していたものである。そのた

め、処分行政庁は、原告は、顧問先から受注した業務（ただし、本件脱税工作に係る業

務は含まれない。）の全てをＥ等に外注しているものとして、上記顧問料等と同額の外

注費を必要経費と認定したものであり（前記認定事実（５）イ）、その認定は合理的な

ものである。上記認定を前提とすると、原告は、戊に対し、戊の報酬及び戊班が負担す

べき経費を含むものとして分配金を交付して業務を委託し、戊もそのような理解の下で

分配金を受領していたというべきである。 

そうすると、原告が主張する原告の売上を原資とする戊班による経費の支出は、戊班

の分配金を原資としてされたものであって、原告と戊との間において、その最終的な経

費負担者は戊であるとの約定の下で経費負担がされたと評価するほかない。原告が主張

する戊班による経費の支出は、原告の経費として計上することはできない。 

（イ）原告は、戊は、原告の口座から自由に出金ができるのであるから、戊が支出した経

費は、原告が支払ったのと同視し、原告の経費とみるべきである旨主張する。これは、

戊は、原告名義の口座の１つを直接管理し、そこから自由に出入金することができたの

であり、上記各種経費の原資が、丁班による売上の集計等を経て配分された分配金では

ないという点に着目した主張と解される。 

しかしながら、前期（ア）で説示したところによれば、個別具体的な支払が丁が管理

する口座及び戊が管理する口座のいずれからされたかにかかわらず、処分行政庁が認定

した必要経費を超えて原告が経費を負担すべき約定があったとは認めるに足りない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

ウ 以上によれば、原告の前記アの主張は採用することができない 

６ 争点１－５（処分手続の重大な違法の有無）について 

（１）ア 原告は、更正の請求に係る調査と、一般の税務調査とは峻別されるべきであり、前者

の手続において、追徴課税額の有無まで調査・判断することは許されないにもかかわら

ず、本件では、追徴課税額の有無まで調査・判断している点で、調査手続の重大な違法

があると主張する。 

イ しかしながら、更正の請求は、当該請求者が提出した納税申告書に記載された課税

標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当

該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であ

る場合等に認められるものであるから、同請求に対する判断を遂げるためには、所要の

調査を行い、当該請求者の当該課税年度における課税標準等及び税額を正しく認定する

必要がある。このように、通則法７４条の２以下に定める調査及び更正の請求を契機と

して行われる調査は、いずれも正当な課税標準額等を認定するための過程なのであって、

これらを別異に解する根拠はない。また、上記のとおりの更正の請求に対する判断過程

に照らすと、更正の請求を契機として行われた調査の結果、当該請求者の納付すべき税

額等が当初申告額を上回るとの認定に至ることも想定されるものというべきである。 

また、以上の点を措くとしても、後記（３）イ（イ）のとおり、本件各更正の請求に
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係る調査の結果、原告に対し、増額更正決定や過少申告加算税等の賦課決定が現にされ

又は予定されているわけではない。 

ウ したがって、原告の前記主張は前提を欠き、採用することができない 

（２）原告は、本件実地調査に先立ち、事前通知がされていないため、本件各通知処分には調査

手続に重大な違法があると主張する。 

ア そこで検討すると、通則法７４条の９第１項は、税務署長等が国税庁等の租税職員に

納税義務者に対し実地の調査において質問検査等を行わせる場合に、当該職員は、あら

かじめ、当該納税義務者（当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税

務代理人を含む。）に対し、その旨及び同項各号に掲げる事項を通知するものとする旨

を定めている。そして、同条５項は、納税義務者について税務代理人がある場合におい

て、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、

当該納税義務者への同条１項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足り

ると定め、これを受けて通則法施行規則１１条の３第１項は、上記同意がある場合とし

て、税務代理権限証書に納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる

旨の記載がある場合とする旨を定めている。これらの規定によれば、通則法７４条の９

第１項所定の事前通知は、当該納税義務者に税務代理人がある場合であっても、税務代

理権限証書に納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載が

ある場合を除き、税務代理人のみならず当該納税義務者にもされなければならないと解

される。 

本件では、戊が処分行政庁に提出した本件各更正の請求に係る税務代理権限証書（乙６

０。以下「本件税務代理権限証書」という。）には、本件各更正の請求手続に関する一

切の事項を委任する旨の記載はあるものの、通則法施行規則１１条の３第１項所定の記

載があるとはいえないから(乙６０の調査の通知に関する同意欄にチェックがされていな

い。)、事前通知は、税務代理人である戊及び納税義務者である原告の双方にされなけれ

ばならない（この点において、乙２の「通知した相手」欄において、「調査の相手方」

欄ではなく「同意のある税務代理人」欄にチェックが入れられていた点は、必ずしも適

切な記載であったとはいい難い。）。そこで、以下、本件実地調査の事前通知が、戊及

び原告の双方にされたかどうか検討する。 

イ 本件実地調査の事前通知が戊に対してされたか 

本件実地調査に際して、本件実地調査の担当者が記載した調査手続チェックシート（乙

２）には、平成３１年２月７日に税務代理人に対して事前通知をした旨の記載があるほ

か、事前通知の内容として引用されている調査手続チェックシート（事前通知用）（乙

３）には、実地の調査を実施する旨、調査の相手方、調査担当者の氏名・所属官署、調

査開始日時等の通則法７４条の９第１項所定の各通知事項について、履行を確認した旨

の記載がある。上記各チェックシートは、職務遂行の過程で作成された文書であり、そ

の信用性を疑わせる事情は見当たらない（原告は、上記各チェックシートには原告側の

署名・押印等がないことから信用性が低いと主張するが、一般論の域を出るものではな

く、採用することができない。）。 

そして、本件全証拠によっても、事前通知がなく本件実地調査が行われたことによりト

ラブルが発生したというような事情はうかがわれない。かえって、戊は、本件実地調査
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の後である平成３１年２月２６日に西宮税務署の租税職員との間で電話のやりとりをし

た際、本件実地調査の事前通知がされなかった旨などを述べることなく、要旨、上記租

税職員から提出を求められた書類を提出するためにはＲ刑務所に赴いて原告の了解を得

る必要があるが、そのためには本件実地調査の位置づけがどのようなものか(更正の請求

の調査であるのか、一般調査であるのか)を説明する必要がある旨などを述べたものであ

る（甲３３の１、甲３３の２）。戊の上記供述は、本件実地調査に先立って、その旨の

事前通知がされていたことを前提とするものと理解するのが合理的である。 

以上によれば、本件実地調査の事前通知が平成３１年２月７日に戊に対してされたもの

であると認められる。 

ウ 本件実地調査の事前通知が原告本人に対してされたか 

（ア）西宮税務署租税職員は、戊に対して前記イ（ア）のとおり本件実地調査の事前通知

をした際、原告に対して実地の調査を実施する旨、調査の相手方、調査担当者の氏名・

所属官署、調査開始日時等の通則法７４条の９第１項所定の各通知事項を伝えるよう依

頼した（乙３）。そこで、戊が原告に対して上記事項を伝えたかが問題となる。 

本件実地調査後の戊と当該職員のやりとり（前記イ（ア））からは、戊が、逐一、原

告の了解や納得を得た上で、本件各更正の請求に係る調査に対応していることがうかが

われる。そして、本件実地調査は、国税庁等の当該職員が調査対象となる事務所等に赴

いて、帳簿書類その他の物件の検査又は提示若しくは提出を求めるというものであって

（通則法７４条の２第１項（ただし、平成３０年法律第７号による改正前のもの））、

本件各更正の請求に係る調査としてそれまで行われていた、戊に対する電話等を通じた

各種問合せや書面の追完の求めとは局面を異にする調査であり、本件各更正の請求に対

する判断の帰趨を左右しかねないものである。これらに加えて、事前通知から本件実地

調査（２月１４日）まで１週間という相応の期間があったことも考慮すれば、戊が、原

告に対して本件実地調査について事前に伝えていなかったとは到底考え難い。 

以上によれば、本件実地調査の事前通知が、本件実地調査に先立ち、原告に対して、

税務代理人である戊を通じてされたものであると認められる。 

（イ）なお、本件実地調査時において、原告はＲ刑務所に収容中であり、納税義務者であ

る原告に対して直接事前通知をすることが容易であったとはいい難いこと、戊は、Ｒ刑

務所に収容中のため、本件各更正の請求について自ら対応することができない原告に代

わり、原告の子であり、かつ、Ｅにも関与していた者として、原告の意向も本件の事情

も十分に把握しており、更には税務代理人として本件更正の請求手続に関する一切の事

項について原告から委任を受けていたこと、戊が執り行った同手続に不十分な点があっ

たとはうかがわれないことを考慮すると、戊に対する通知がされたことにより原告に対

する通知もされたものと同視して差し支えないものと評価することができる。 

そうすると、戊を通じて原告に対する事前通知を行ったことによって、本件実地調査

が違法となるものではないと解される。 

エ 原告は、仮に事前通知が行われていたとしても、更正の請求に係る調査を行う目的で

ある旨通知しながら、実際には、一般の税務調査を行ったのであるから、重大な不意打

ちであって看過できない違法があると主張する。 

しかしながら、原告の上記主張は、更正の請求に係る調査と一般の税務調査とは区別さ
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れるべきという誤った前提（前記（１）イ参照）に立っている。この点を措くとしても、

本件各更正の請求に係る調査の結果、原告に対し、増額更正決定や過少申告加算税等の

賦課決定が現にされ又は予定されているわけではないことは後記（３）イ（イ）のとお

りであり、何ら不意打ちではない。 

原告の上記主張は前提を欠き、採用することができない。 

（３）ア 原告は、本件実地調査の終了の際に、調査結果の内容が説明されなかった点や修正申

告の勧奨等がされなかった点に重大な違法があると主張する。 

イ（ア）しかしながら、通則法は、国税庁等の当該職員は、国税に関する調査の結果、

更正決定等（更正若しくは通則法２５条の規定による決定又は賦課決定をいう（通

則法５８条１項１号参照）。）をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税

義務者に対し、その調査結果の内容を説明するものとされている（通則法７４条の

１１第２項）。そして、同項の規定による説明をする場合において、当該職員は、

当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる（同条３

項）。 

これらの規定に照らすと、調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合以外の

場合においては、調査結果の内容を説明することや、修正申告等の勧奨をすること

は法的に義務付けられていないというべきである。 

（イ）しかるに、処分行政庁は、本件調査の結果、通則法７４条の１１第１項（ただし、

令和２年法律第８号による改正前のもの）に基づき、更正決定等をすべきと認めら

れない旨の通知を行い（乙５７）、更に本件各更正の請求に対する応答として、本

件各更正の請求につき、いずれも更正の請求に理由がない旨の通知をした（甲９の

１、甲９の２）。また、本件実地調査が行われた平成３１年２月１４日の時点にお

いて、平成２４年分の所得税、消費税の各法定申告期限（平成２５年３月１５日、

同年４月１日）から５年を経過していたこと、本件各更正の請求がされたのが平成

３０年４月２日であるところ、所得税との関係では、当該更正の請求は、更正をす

ることができないこととなる日（同年３月１５日）前６月以内にされたものではな

く、消費税等との関係では、本件実地調査がされた時点で、当該更正の請求があっ

た日から既に６月を経過していたことに照らすと、処分行政庁は、本件実地調査が

行われた時点において既に、所得税及び消費税等いずれについても、法律上、更正

決定をすることができなかったといえる（通則法７０条１項１号、３項参照）。 

そうすると、本件は、調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合に該当しな

いというべきである（実際、処分行政庁は、所得税及び消費税等の納付すべき税額

がいずれも原告の確定申告額を上回るとの判断に至ったものの（甲９の１、甲９の

２）、本件調査を契機に更正決定等をすることを想定していなかった（乙２の「手

続の履行状況」欄参照）。 

（ウ）以上によれば、本件において、当該職員には、調査結果の内容を説明したり、修

正申告等の勧奨をしたりする法的義務はなかったといえる。 

その点を措くとしても、乙２の「調査結果の説明等」欄の「手続の履行状況」欄

をみると、調査結果の内容説明の項目や、日付の項目にチェックが入っていること

等に照らすと、当該職員は、上記のとおり法的義務はなかったものの、原告及び戊
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に対し、調査結果の内容の説明を行ったものと認められる。 

ウ したがって、原告の前記主張は前提を欠き、採用することができない。 

７ 争点２－１（本件業務委託分報酬及び本件Ｅ報酬が、課税資産の譲渡等の対価であるか（仮

に同対価であるとしても、本件業務委託分報酬が課税仕入れに係る支払対価といえるか））に

ついて 

（１）前記認定事実（３）ウのとおり、原告は、相当期間にわたって多数の顧問先との関係で本

件脱税工作を反復継続して行い、本件業務委託分報酬を得ていたものであるから、本件脱税

工作は、事業として対価を得て行われる役務の提供に当たるといえる。そうすると、本件業

務委託分報酬は、課税資産の譲渡等の対価（消費税法２８条１項）に当たるといえる。 

（２）ア 原告は、処分行政庁の認定によれば、本件架空業務委託契約は架空のものなのであっ

て、報酬に対応する役務の提供は観念できないから、本件架空業務委託契約における

「役務の提供」は、消費税法４条１項のいう「資産の譲渡等」に当たらず、消費税の課

税対象とはなり得ない旨主張する。 

しかしながら、処分行政庁が架空の業務であると認定したのは、本件架空業務委託契

約の文面上、Ｄに委託したとされる業務（事務員の派遣、給与計算の指導等の業務（乙

３３（枝番を含む）参照））なのであって、本件消費税等通知処分において、「資産の

譲渡等」と認定された「役務の提供」である本件脱税工作そのものは実体を伴っていた

ことは明らかである。 

したがって、原告の上記主張は前提を誤っており、採用することができない。 

イ 原告は、仮に本件業務委託分報酬が原告に帰属するとしても、同報酬と同額分につ

いて、全額仕入れ控除されるべき旨主張する。 

しかしながら、原告が、本件脱税工作に係る業務を、Ｄに外注に出していたとは認め

られないこと、原告は、本件脱税工作に係る経理処理を本件合同事務所に属する他の個

人税理士に行わせ、当該個人税理士に対し分配金（本件脱税工作分配金）を交付してい

たものであるが、本件業務委託分報酬は、本件脱税工作分配金の額をあらかじめ控除し

た金額であることは、前記２（１）のとおりであるから、本件業務委託分報酬と同額分

について、課税仕入れに係る消費税額の控除をすることはできない。 

ウ 原告は、本件Ｅ報酬を受領していないから、これに課税することは許されないと主

張するが、原告が、本件Ｅ報酬を受領していたことは、前記３のとおりである。 

（３）したがって、原告の前記主張はいずれも採用することができない。 

なお、前記３（３）のとおり、本件Ｅ報酬は、原告のＥの実質的な経営者としての地位

に基づいて支払われた役員報酬であると解されるから、原告の事業として行われた役務の

提供に対する対価とはいえない。そうすると、本件Ｅ報酬は、課税資産の譲渡等の対価に

当たらない。 

８ 争点２－２（理由の提示に瑕疵があるか）について 

（１）判断枠組み 

一般に、法律が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載を

なすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らして決定

すべきである（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同３８年５月３１日第二小法廷判決・

民集１７巻４号６１７頁参照）。 
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そして、国税に関する法律に基づき行われる処分その他の公権力の行使に当たる行為

（酒税法２章の規定に基づくものを除く）については、行政手続法８条１項本文に規定さ

れた理由の提示が義務付けられている（通則法７４条の１４第１項）ところ、行政手続法

８条１項が、申請に対する拒否処分をする場合に、当該申請者に対し、同時に、当該処分

の理由を示さなければならないと定めている趣旨は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保

してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立ての便宜を

与える趣旨に出たものと解される。 

そうすると、更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知については、処

分行政庁の恣意を抑制し、請求人に不服申立ての便宜を与えるという、上記理由の提示の

趣旨目的を充足する程度に、更正をすべき理由がない旨の判断に至った理由が具体的に明

示されている限り、理由の提示に瑕疵はないといえる。 

（２）検討 

ア 本件についてこれをみると、前記認定事実（５）ウによれば、本件消費税等通知処分

は、その通知書において、課税標準額及び税額に関する算定根拠を、課税の対象となる

資産の譲渡ごとに分けて、その内訳、根拠となる帳簿資料及び当該資産の譲渡の対価の

帰属に関する認定根拠とともに具体的に示している。このような記載をすれば、処分行

政庁及びこの記載内容を了知した者において、処分行政庁が本件消費税等通知処分をす

るに至った判断過程を逐一検証することができるのであるから、処分行政庁の恣意を抑

制することができるし、原告の不服申立ての便宜に欠けるところもない。 

イ 原告は、本件消費税等通知処分において、Ｅから原告に対して支払ったとされる本件

Ｅ報酬（外注費）について、当該「外注費」が何の対価であるのか明らかになっていな

いとして、理由の提示に瑕疵があると主張する。 

この点、本件消費税等通知処分において、外注費が、いかなる資産の譲渡等に対する対

価であるかが、具体的かつ詳細に明らかにされているとはいえない。しかしながら、消

費税の課税標準は、資産の譲渡等、すなわち、事業として対価を得て行われる資産の譲

渡及び貸付け並びに役務の提供に対する対価であるところ、本件消費税等通知処分が外

注費と認定した外注費とは、税理士法人であるＥから税理士である原告に対して支払わ

れた「外注費」であることが、本件消費税等通知処分の記載自体から明らかになってい

るから、同「外注費」が、事業として対価を得て行われる役務の提供に対する対価であ

ることは了知し得る。そして、消費税法は、上記事業として対価を得て行われる役務の

提供の範囲について、特に明文の規定を置いてこれを限定していないことからすると、

その役務の提供の具体的内容が特定されていないことを以て、直ちに、理由の提示に瑕

疵があるということはできない。 

以上に加え、本件消費税等通知処分の通知書には、前記アのとおり、全体として本件消

費税等通知処分に至った判断過程が相当詳細かつ具体的に記載されていることも考慮す

れば、本件消費税等通知処分に、理由の提示の瑕疵があるということはできない。 

したがって、原告の主張は採用することができない。 

９ 本件各通知処分の適法性について（まとめ） 

以上説示したところによれば、別紙３「本件各通知処分の適法性に関する当裁判所の判断」

のとおり、原告の平成２４年分所得税及び本件課税期間の消費税等に係る納付すべき税額は、
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本件裁決によって一部減額更正された後の納付すべき税額をいずれも下回らないことが認めら

れる。 

したがって、本件各通知処分はいずれも適法である。 

10 争点３（本件各通知処分がされるまで１年以上にわたり、本件各更正の請求に対する応答が

されなかったこと及び本件各通知処分をしたことの国家賠償法上の違法性の有無）について 

（１）本件各通知処分がされるまで１年以上にわたり、本件各更正の請求に対する応答がされな

かったことの国家賠償法上の違法性の有無について 

ア 判断枠組み 

国家賠償法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に

対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに、国又は公

共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるから、公務員による公権

力の行使に係る行為が同項の適用上違法となるというためには、公務員が、当該行為に

よって損害を被ったと主張する者に対して負う職務上の法的義務に違反したと認められ

ることが必要であると解される（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同６０年１１月２

１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号

同２０年４月１５日第三小法廷判決・民集６２巻５号１００５頁等参照）。 

そして、更正の請求を受けた税務署長は、更正の請求に係る判断において、当該請求人

の提出した納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律

の規定に従っているか、当該計算に誤りがあるか等を検討する必要があり、そのために

は、帳簿資料等の証拠資料の十分な収集及び精査、課税要件事実の認定、租税法令の解

釈適用を経ることを要するところ、これらの調査・検討にどの程度の期間を要するかは、

更正の請求において納付すべき税額が過大であったと主張する範囲、当該請求人の調査

に対する協力状況等の事情によって左右され得るものである。 

そうすると、更正の請求に係る判断の遅延が、職務上の法的義務に違反し国家賠償法１

条１項の適用上違法との評価を受け得るのは、上記諸事情に照らして、処分行政庁が、

当該更正の請求に対し、合理的な期間を超えて漫然と更正の請求に係る判断を遅延させ

たと認められる場合に限られると解するのが相当である。 

イ 検討 

（ア）本件についてこれをみると、本件各更正の請求は、いずれも課税標準額をゼロ又は

空欄としてされたものであり、更正の請求の理由等も具体性を欠くものであったから

（前記認定事実（４）ア）、処分行政庁において、本件各更正の請求に係る判断を遂げ

るためには、原告の提出した本件各確定申告書に記載された課税標準等の全体を逐一再

調査・検証する必要性が高かった。また、本件各更正の請求は、当該各国税の法定申告

期限から５年が経過した後にされたものであるから、請求の適法性に関する判断を遂げ

るため、通則法２３条２項各号所定の要件を充足しているか否かについても検討する必

要があった。 

しかるに、処分行政庁は、原告の税務代理人である戊が、上記の検証や検討に必要と

なる、更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類や押収された帳簿書類が返還

された時期を証明する書類を、本件各更正の請求に係る請求書に十分に添付していなか

ったことから、戊に対して、問合せや追加資料の提出を求め、その回答や提出資料の内
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容を踏まえ、更なる追加資料の提出を求めるなどしたが、結局、十分な資料を得ること

ができなかったため、本件実地調査をするに至った。そして、本件実地調査を終えた後

も、戊に追加資料の提出を求めるなどし、本件実地調査の約３箇月後に、本件各通知処

分をしたものである。（前記認定事実（４）イないしカ） 

このように、処分行政庁は、適宜の時期に、請求人に対し、更正の請求に係る判断に

必要な追加資料の提出を求めるなどしており、本格各更正の請求に係る処理を漫然と放

置した形跡はうかがわれず、本件実地調査を終えてから本件各通知処分に至るまでの期

間も不合理に長期にわたるものではなかった。そうすると、本件において、処分行政庁

が、本件各更正の請求に対し、合理的な期間を超えて漫然と更正の請求に係る判断を遅

延させたとは認められない。 

（イ）原告は、更正の請求があった日の翌日から３箇月が経過すると還付金に所定の還付

加算金を付加しなければならない（通則法５８条１項２号）ことから、基本的に更正の

請求のあった日の翌日から３箇月以内には請求に対する応答がされるべきであると主張

する。 

しかしながら、同条項は、更正の請求に対する標準的な応答期間を定めたものではな

いし、更正の請求に対する不作為の国家賠償法上の違法性判断は、当該事案における個

別具体的な事情によって決するほかないことは前記アのとおりである。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（ウ）原告は、本件実地調査は、更正の請求に対する範囲を超えて、一般の税務調査とし

て違法に行われたものであり、そのような調査に時間を要したことは、処分の遅延を正

当化するものではない旨主張する。 

しかしながら、同主張は、更正の請求に係る調査と一般の税務調査とを峻別すべきと

の見解を前提としているところ、同見解を採用することができないことは、前記６

（１）イのとおりである。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（２）本件各通知処分をしたことの国家賠償法上の違法性の有無について 

原告は、本件各通知処分が国家賠償法上違法である旨主張するが、本件各通知処分が適

法であることは前記９のとおりであるから、原告の主張は採用することができない。 

第４ 結論 

よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり

判決する。 

大阪地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 森 健一 

裁判官 齋藤 毅 

裁判官 豊臣 亮輔 
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別紙１ 

指定代理人目録 

大門 宏一郎、市谷 諭史、小泉 雄寛、山端 克明、辰巳 博恵、正木 一紀 

以上 
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別紙２ 

本件各通知処分の根拠及び適法性に関する被告の主張 

第１ 平成２４年分の所得税の課税の根拠 

１ 被告主張額 

原告に係る平成２４年分の所得税の納付すべき税額等は、次のとおりである。 

（１）総所得金額（別表４「被告主張額」欄の２０）          ５２２７万４３６３円 

前記金額は、次のアからウまでの金額の合計額である。 

ア 事業所得（別表４「被告主張額」欄の１１）         ３１２９万０５６３円 

前記金額は、次の（ア）の総収入金額から同（イ）の必要経費及び同（ウ）の青色申告

特別控除額を控除した金額である。 

（ア）総収入金額（別表４「被告主張額」欄の４）      １億５５１９万８４７３円 

前記金額は、次のａの事業収入金額に同ｂ及び同ｃの各雑収入金額を加算した金額で

ある。 

ａ 事業収入金額（別表４「被告主張額」欄の１）   １億２３６９万９１７５円 

前記金額は、平成２４年分売上集計表(丁管理分)の「売上合計」「甲 合計」欄

に記載された５２２７万７３００円と、平成２４年分売上集計表（戊管理分）の

「売上合計」「甲 合計」欄に記載された金額７１４２万１８７５円の合計額であ

る。 

ｂ 雑収入（Ｅ報酬）金額（別表４「被告主張額」欄の２）     ２２００万円 

前記金額は、原告が、Ｅから支払を受けた外注費（本件Ｅ報酬）の金額である。 

ｃ 雑収入（債務免除益）金額（別表４「被告主張額」欄の３）９４９万９２９８円 

原告は、Ｇグループの顧客から受領する顧問料等について、Ｅに対して源泉徴収

税額相当額の債務を負っていたところ、Ｅからその免除を受けた。前記金額は、そ

の債務免除益の額である。 

（イ）必要経費（別表４「被告主張額」欄の８）  １億２３８０万７９１０円 

前記金額は、次のａ及びｂの合計額である。 

ａ 支払手数料（別表４「被告主張額」欄の５）  １０万８７３５円 

原告は、平成２４年分において、Ｓ株式会社に対して税理士業に係る顧問料報酬

の回収を委託しており、当該委託に係る手数料を支払った。前記金額は、同手数料

の合計額である。 

ｂ 外注費（別表４「被告主張額」欄の６）  １億２３６９万９１７５円 

前記金額は、原告の外注費の金額であり、原告は、請け負った業務の全てをＥ及

び記帳を代行する各税理士に外注していたことから、前記（ア）ａの事業収入金額

と同額である。 

（ウ）青色申告特別控除額（別表４「被告主張額」欄の１０）  １０万円 

原告は、青色申告書を提出することにつき処分行政庁の承認を受けている個人である

ところ、前記金額は、租税特別措置法２５条の２第１項の規定により計算した金額であ

る。 

イ 給与所得（別表４「被告主張額」欄の１５）  ３７８万円 
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前記金額は、Ａからの給与３６０万円とＢからの給与収入１８０万円の合計額である５

４０万円から、所得税法２８条３項（平成２４年法律第１６号による改正前のもの）の

規定により給与所得控除額を控除した金額である。 

ウ 雑所得（別表４「被告主張額」欄の１９）  １７２０万３８００円 

前記金額は、後記（ア）及び同（イ）の合計額である。 

（ア）本件業務委託分報酬（別表４「被告主張額」欄の１７） １７１９万８０００円 

前記金額は、別表３の「本件報酬」の「年間合計」欄に記載された本件業務委託分報

酬の金額である。 

（イ）還付加算金（別表４「被告主張額」欄の１８）  ５８００円 

前記金額は、平成２４年４月１７日に処分行政庁から原告に支払われた還付加算金で

ある。 

（２）所得から差し引かれる金額（所得控除）（別表４「被告主張額」欄の２１）  

１０６万８３４２円 

前記金額は、確定申告における所得から差し引かれる金額に、所得税法８３条１項（平

成２９年法律第４号による改正前のもの）の規定による配偶者控除３８万円を加算した金

額である。 

（３）課税される所得金額（別表４「被告主張額」欄の２２）  ５１２０万６０００円 

前記金額は、前記（１）の総所得金額から前記（２）の所得から差し引かれる金額を控

除した金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨て

た後のもの）である。 

（４）課税される所得金額に対する税額（別表４「被告主張額」欄の２３）  

１７６８万６４００円 

前記金額は、前期（３）の課税される所得金額５１２０万６０００円に所得税法８９条

１項（平成２５年法律第５号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。 

（５）源泉徴収税額（別表４「被告主張額」欄の２４）  １０１４万６５１８円 

前記金額は、原告がＧグループの顧客から受領していた顧問料等に係る源泉徴収税額９

４９万９２９８円、Ａ役員報酬に係る源泉徴収税額６２万１６００円及びＢ役員報酬に係

る源泉徴収税額２万５６２０円の合計額である。 

（６）納付すべき税額（別表４「被告主張額」欄の２５）  ７５３万９８００円 

前記金額は、前記（４）の課税される所得金額に対する税額から前記（５）の源泉徴収

税額を控除した金額（ただし、通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切

り捨てた後のもの）である。 

２ 予備的計算額 

１（１）ア（ア）ｂの雑収入を０円、１（１）イの給与所得の金額を２６２３万円（給与収

入２４００万円を計上）とするほかは、１と同じである。所定の算出方法に従った納付すべき

税額（１（６））は、△１２０万３３１８円となる（計算過程等は別表４「予備的計算額」欄

を参照）。 

第２ 本件課税期間の消費税等の課税の根拠 

１ 被告主張額 

原告に係る本件課税期間の消費税等の納付すべき税額等は、次のとおりである。 
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（１）課税標準額（別表５「被告主張額」欄の５）  １億５５１４万円 

前記金額は、消費税法２８条１項の規定により、次のとおり計算した課税売上高１億６

２８９万７１７５円（税込み）に１０５分の１００を乗じた金額（ただし、通則法１１８

条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

課税売上高は、前記１（１）ア（ア）ａの事業収入１億２３６９万９１７５円、前記１

（１）ア（ア）ｂの雑収入（Ｅ報酬）金額２２００万円及び前記１（１）ウ（ア）の本件

業務委託分報酬１７１９万８０００円の合計額である。 

（２）課税標準額に対する消費税額（別表５「被告主張額」欄の６）  ６２０万５６００円 

前記金額は、消費税法２９条（平成２４年法律第６８号による改正前のもの）の規定に

より、前記（１）の課税標準額１億５５１４万円に１００分の４を乗じた金額である。 

（３）課税仕入れに係る支払対価の額（別表５「被告主張額」欄の１０） 

１億２３６９万９１７５円 

前記金額は、原告の外注費の金額であり、原告は、請け負った業務の全てをＥ及び記帳

を代行する各税理士に外注していたことから、事業収入と同額である。 

（４）控除対象仕入税額（別表５「被告主張額」欄の１１）  ４７１万２３４９円 

前記金額は、消費税法３０条１項(平成２４年法律第６８号による改正前のもの)の規定

により、前記（３）の課税仕入れに係る支払対価の額１億２３６９万９１７５円に１０５

分の４を乗じた金額である。 

（５）納付すべき消費税額（別表５「被告主張額」欄の１２）       ９９万４０００円     

前記金額は、前記（２）の課税標準額に対する消費税額６２０万５６００円から前記

（４）の控除対象仕入税額４７１万２３４９円を控除した金額（ただし、通則法１１９条１項の

   規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である１４９万３２００円から、

   原告の平成２４年課税期間の消費税等の確定申告書に記載された中間納付税額４９万９２

   ００円を控除した金額である。 

（６）納付すべき地方消費税額（別表５「被告主張額」欄の１３）      ２４万８５００円 

前記金額は、地方税法７２条の８３（平成２４年法律第８号による改正前のもの）の規

定により、地方消費税の課税標準となる消費税額１４９万３２００円に、１００分の２５

を乗じて算出される譲渡割納税額３７万３３００円（ただし、同法２０条の４の２第３項

の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）から、原告の平成２４年課税期

間の消費税等の確定申告書に記載された中間納付譲渡割額１２万４８００円を控除した金

額である。 

（７）納付すべき消費税等の合計税額（別表５「被告主張額」欄の１４） １２４万２５００円 

前記金額は、前記（５）の納付すべき消費税額と前記（６）の納付すべき地方消費税額

の合計額である。 

２ 予備的計算額 

１（１）の課税標準額を１億３４１８万７０００円（雑収入（Ｅ報酬）を０円とする。）と

するほかは、１と同じである。所定の算出方法に従った納付すべき消費税等の合計額（１

（７））は、１９万４８００円となる（計算過程等は別表５「予備的計算額」欄を参照）。 

第３ 本件各通知処分の適法性 

１ 被告主張額 
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平成２４年分の所得税について、原告の納付すべき税額は、前記第１の１（６）のとおり７

５３万９８００円を下らないところ、本件裁決によって一部減額更正された後の納付すべき税

額はこれを下回る△１２０万３３１８円である。また、本件課税期間の消費税等について、原

告の納付すべき税額は、前記第２の１（７）のとおり１２４万２５００円を下回らないところ、

本件裁決によって一部減額更正された後の納付すべき税額はこれを下回る１９万４８００円で

ある。 

したがって、本件各通知処分は適法である。 

２ 予備的計算額 

平成２４年分の所得税について、原告の納付すべき税額は、前記第１の２のとおり△１２０

万３３１８円であるが、本件裁決によって一部減額更正された後の納付すべき税額はこれを上

回らない△１２０万３３１８円である。また、本件課税期間の消費税等について、原告の納付

すべき税額は、前記第２の２のとおり１９万４８００円であるが、本件裁決によって一部減額

更正された後の納付すべき税額はこれを上回らない１９万４８００円である。 

したがって、本件各通知処分は適法である。  

以上 



39 

別紙３ 

本件各通知処分の適法性に関する当裁判所の判断 

１ 平成２４年分の所得税について 

原告に係る平成２４年分の所得税の納付すべき税額等は次のとおりとなる。 

（１）総所得金額（別表６「裁判所認定額」欄の２３）        ５２７２万４３６３円 

前記金額は、次のアからウまでの金額の合計である。 

ア 事業所得（別表６「裁判所認定額」欄の１２）       ２６４８万８５６３円 

前記金額は、次の（ア）の総収入金額から同（イ）の必要経費及び同（ウ）の青色申告

特別控除額を控除した金額である。 

（ア）総収入金額  １億５０３９万６４７３円 

前記金額は、次のａの事業収入金額に同ｂ及び同ｃの各雑収入金額を加算した金額で

ある。 

ａ 事業収入金額（別表６「裁判所認定額」欄の１）  １億２３６９万９１７５円 

前記金額は、平成２４年分売上集計表（丁管理分）の「売上合計」「甲 合計」

欄に記載された５２２７万７３００円と、平成２４年分売上集計表（戊管理分）の

「売上合計」「甲 合計」欄に記載された金額７１４２万１８７５円の合計額であ

る。 

ｂ 雑収入（債務免除益）金額（別表６「裁判所認定額」欄の３） 

９４９万９２９８円 

原告は、Ｇグループの顧客から受領する顧問料等について、Ｅに対して源泉徴収

税額相当額の債務を負っていたところ、Ｅからその免除を受けた。前記金額は、そ

の債務免除益の額である。 

ｃ 雑収入（本件業務委託分報酬）金額（別表６「裁判所認定額」欄の４）  

１７１９万８０００円 

前記金額は、別表３の「本件報酬」の「年間合計」欄に記載された本件業務委託

分報酬の金額である。 

（イ）必要経費（別表６「裁判所認定額」欄の９）      １億２３８０万７９１０円 

前記金額は、被告主張の金額（別紙２・第１の１（１）ア（イ）)と同額である。 

（ウ）青色申告特別控除額（別表６「裁判所認定額」欄の１１）       １０万円 

原告は、青色申告書を提出することにつき処分行政庁の承認を受けている個人である

ところ、前記金額は、租税特別措置法２５条の２第１項の規定により計算した金額であ

る。 

イ 給与所得（別表６「裁判所認定額」欄の１８）            ２６２３万円 

前記金額は、Ａからの給与３６０万円とＢからの給与収入１８０万円の合計額である５

４０万円に、更に原告がＥから支払を受けた役員報酬（本件Ｅ報酬）を加えた２９４０

万円から、所得税法２８条３項（平成２４年法律第１６号による改正前のもの）の規定

により給与所得控除額を控除した金額である。 

ウ 雑所得（別表６「裁判所認定額」欄の２２）             ５８００円 

前記金額は、平成２４年４月１７日に処分行政庁から原告に支払われた還付加算金であ
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る。 

（２）所得から差し引かれる金額（所得控除）（別表６「裁判所認定額」欄の２４）  

１０６万８３４２円 

（３）課税される所得金額（別表６「裁判所認定額」欄の２５）  ５１６５万６０００円 

前記金額は、前記（１）の総所得金額から前記（２）の所得から差し引かれる金額を控

除した金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨て

た後のもの）である。 

（４）課税される所得金額に対する税額（別表６「裁判所認定額」欄の２６）  

１７８６万６４００円 

前記金額は、前記（３）の課税される所得金額５１６５万６０００円に所得税法８９条

１項（平成２５年法律第５号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。 

（５）源泉徴収税額（別表６「裁判所認定額」欄の２７）  １９０６万９７１８円 

被告主張の金額（１０１４万６５１８円。別紙２・第１の１（５））に本件Ｅ報酬に係

る源泉徴収税額８９２万３２００円を加えた額である。 

（６）納付すべき税額（別表６「裁判所認定額」欄の２８）  △１２０万３３１８円 

前記金額は、前記（４）の課税される所得金額に対する税額から前記（５）の源泉徴収

税額を控除した金額である。 

２ 平成２４年課税期間の消費税等について 

原告に係る平成２４年課税期間の消費税等の納付すべき税額等は、次のとおりである。 

（１）課税標準額（別表７「裁判所認定額」欄の５）  １億３４１８万７０００円 

前記金額は、消費税法２８条１項の規定により、次のとおり計算した課税売上高１億４

０８９万７１７５円（税込み）に１０５分の１００を乗じた金額（ただし、通則法１１８

条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

課税売上高は、前記１（１）ア（ア）ａの事業収入１億２３６９万９１７５円及び前記

１（１）ア（ア）ｃの本件業務委託分報酬１７１９万８０００円の合計額である。 

（２）課税標準額に対する消費税額（別表７「裁判所認定額」欄の６）  ５３６万７４８０円 

前記金額は、消費税法２９条（平成２４年法律第６８号による改正前のもの）の規定に

より、前記（１）の課税標準額１億３４１８万７０００円に１００分の４を乗じた金額で

ある。 

（３）課税仕入れに係る支払対価の額（別表７「裁判所認定額」欄の１０）  

１億２３６９万９１７５円 

前記金額は、被告主張の金額（別紙２・第２の１（３））と同額である。 

（４）控除対象仕入税額（別表７「裁判所認定額」欄の１１）  ４７１万２３４９円 

前記金額は、被告主張の金額（別紙２・第２の１（４））と同額である。 

（５）納付すべき消費税額（別表７「裁判所認定額」欄の１４）  １５万５９００円 

前記金額は、前記（２）の課税標準額に対する消費税額５３６万７４８０円から前記

（４）の控除対象仕入税額４７１万２３４９円を控除した金額（ただし、通則法１１９条

１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である６５万５１００円か

ら、原告の平成２４年課税期間の消費税等の確定申告書に記載された中間納付税額４９万

９２００円を控除した金額である。 
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（６）納付すべき地方消費税額（別表７「裁判所認定額」欄の１８）  ３万８９００円 

前記金額は、地方税法７２条の８３（平成２４年法律第８号による改正前のもの）の規

定により、地方消費税の課税標準となる消費税額６５万５１００円に、１００分の２５を

乗じて算出される譲渡割納税額１６万３７００円（ただし、同法２０条の４の２第３項の

規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）から、原告の平成２４年課税期間

の消費税等の確定申告書に記載された中間納付譲渡割額１２万４８００円を控除した金額

である。 

（７）納付すべき消費税等の合計税額（別表７「裁判所認定額」欄の１９） １９万４８００円 

前記金額は、前記（５）の納付すべき消費税額と前記（６）の納付すべき地方消費税額

の合計額である。   

以上



42 

 別表１ 

課税の経緯（所得税） 

（単位：円）

年

分

区分 

項目 
確定申告 更正の請求 通知処分 審査請求 裁決 

平

成

24

年

分

年月日 平成25年3月14日 平成30年4月2日 令和1年5月29日 令和1年6月25日 令和2年9月17日

総所得金額 
20,780,000 0

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

全

部

取

消

し

52,724,363

事業所得の金額
17,000,000 0 9,290,563

給与所得の金額
3,780,000 0 26,230,000

雑所得の金額
0 0 17,203,800

納付すべき税額 0 △5,240,400 △1,203,318

（注）「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。
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別表２ 

課税の経緯（消費税等） 

（単位：円） 

課
税
期
間

       区 分 

項 目 

確定申告 更正の請求 通知処分 審査請求 裁決 

平
成
２４
年
課
税
期
間

年     月     日 平成25年3月14日 平成30年4月2日 令和1年5月29日 令和1年6月25日 令和2年9月17日

消

費

税

課税標準額 80,952,000 0

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

通

知

処

分

全

部

取

消

し

134,187,000

消費税額 3,238,080 0 5,367,480

控除対象仕入税額 2,285,714 0 4,712,349

納付すべき消費税額 453,100 0 155,900

地
方
消
費
税

課税標準となる消費税額 952,300 0 655,100

納付すべき地方消費税額 113,200 0 38,900

 消 費 税 及 び 地 方   

消 費 税 の 合 計 税 額

566,300 0 194,800
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別表４ 

平成２４年分の所得税の納付すべき税額の計算 

（確定申告額、更正の請求額、被告主張額及び予備的計算額） 

 （単位：円） 

確定申告額 更正の請求額 被告主張額 予備的計算額 

事
業
所
得

収
入
金
額

事業収入(顧問料等) 1 0 0 123,699,175 123,699,175

雑収入（Ｅ報酬） 2 0 0 22,000,000 0

雑収入（債務免除益） 3 0 0 9,499,298 9,499,298

総収入金額（１から３までの合計） 4 85,000,000 0 155,198,473 133,198,473

必
要
経
費

支払手数料 5 0 0 108,735 108,735

外注費 6 0 0 123,699,175 123,699,175

概算経費 7 68,000,000 0 0 0

必要経費の金額（５から７までの合計） 8 68,000,000 0 123,807,910 123,807,910

差引金額（４－８） 9 17,000,000 0 31,390,563 9,390,563

青色申告特別控除額 10 0 0 100,000 100,000

事業所得の金額（９－１０） 11 17,000,000 0 31,290,563 9,290,563

給
与
所
得

収
入

（株）Ａ 12 0 0 3,600,000 3,600,000

（株）Ｂ 13 0 0 1,800,000 1,800,000

給与収入 14 5,400,000 0 0 24,000,000

給与所得の金額 15 3,780,000 0 3,780,000 26,230,000

雑
所
得

収
入

公的年金 16 425,162 0 425,162 425,162

本件業務委託分報酬 17 0 0 17,198,000 17,198,000

還付加算金 18 0 0 5,800 5,800

雑所得の金額 19 0 0 17,203,800 17,203,800

総所得金額 20 20,780,000 0 52,274,363 52,724,363

所得から差し引かれる金額 21 688,342 688,342 1,068,342 1,068,342

課税される所得金額 22 20,091,000 0 51,206,000 51,656,000

課税される所得金額に対する税額 23 5,240,400 0 17,686,400 17,866,400

源   泉   徴   収   税   額 24 5,240,400 5,240,400 10,146,518 19,069,718

所 得 税 の 納 付 す べ き 税 額 25 0 △5,240,400 7,539,800 △1,203,318

(注)「所得税の納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。 
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別表５ 

平成２４年課税期間の消費税等の合計税額の計算 

（確定申告額、更正の請求額、被告主張額及び予備的計算額） 

   （単位：円） 

確定申告額 更正の請求額 被告主張額 予備的計算額

事
業

事業収入（顧問料等） 1 0 0 123,699,175 123,699,175

雑収入（Ｅ報酬） 2 0 0 22,000,000 0

雑 本件業務委託分報酬 3 0 0 17,198,000 17,198,000

合計金額（税込金額）（１＋２＋３） 4 85,000,000 0 162,897,175 140,897,175

合計金額（税抜金額）（千円未満切捨て） 5 80,952,000 0 155,140,000 134,187,000

消費税額 6 3,238,080 0 6,205,600 5,367,480

経
費

支払手数料 7 0 0 0 0

外注費 8 0 0 123,699,175 123,699,175

経費合計（７＋８） 9 60,000,000 0 123,699,175 123,699,175

課税仕入れに係る支払対価の額 10 60,000,000 0 123,699,175 123,699,175

控除対象仕入税額 11 2,285,714 0 4,712,349 4,712,349

納付すべき消費税額 12 453,100 0 994,000 155,900

納付すべき地方消費税額 13 113,200 0 248,500 38,900

消費税等の合計税額（１２＋１３） 14 566,300 0 1,242,500 194,800
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別表６ 

平成２４年分の所得税の納付すべき税額の計算 

（単位：円） 

裁判所認定額 

事
業
所
得

収
入
金
額

事業収入(顧問料等) 1 123,699,175

雑収入（Ｅ報酬） 2 0

雑収入(債務免除益) 3 9,499,298

雑収入(本件業務委託分報酬) 4 17,198,000

総収入金額（１から４までの合計） 5 150,396,473

必
要
経
費

支払手数料 6 108,735

外注費 7 123,699,175

概算経費 8 0

必要経費の金額（６から８までの合計） 9 123,807,910

差引金額（５－９） 10 26,588,563

青色申告特別控除額 11 100,000

事業所得の金額（１０－１１） 12 26,488,563

給
与
所
得

収
入

Ａ 13 3,600,000

Ｂ 14 1,800,000

Ｅ報酬 15 24,000,000

給与収入 16 0

合計額（１３から１６の合計） 17 29,400,000

給与所得の金額 18 26,230,000

雑
所
得

収
入

公的年金 19 425,162

本件業務委託分報酬 20 0

還付加算金 21 5,800

雑所得の金額（２０＋２１） 22 5,800

総所得金額（１２＋１８＋２２） 23 52,724,363

所得から差し引かれる金額 24 1,068,342

  課税される所得金額（２３－２４）          

（１,０００円未満の端数切捨て） 25 51,656,000

課税される所得金額に対する税額 26 17,866,400

源泉徴収税額 27 19,069,718

  所得税の納付すべき税額（２６－２７）          

（１００円未満の端数切捨て）
28 △1,203,318

（注）「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。 
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給与所得の計算 

（単位：円） 

裁判所認定額

給
与
所
得

収
入

（株）Ａ 1 3,600,000

（株）Ｂ 2 1,800,000

Ｅ報酬 3 24,000,000

給与収入 4 0

合計額（１から４の合計） 5 29,400,000

給与所得控除額 6 3,170,000

給与所得の金額（５－６） ※ 7 26,230,000
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別表７ 

平成２４年課税期間の消費税等の合計税額の計算 

（単位：円） 

裁判所認定額 

消
費
税

課
税
標
準
額

事業収入（顧問料等） 1 123,699,175

雑収入（Ｅ報酬） 2 0

本件業務委託分報酬（事業所得） 3 17,198,000

合計金額（税込金額） 4 140,897,175

合計金額（税抜金額） 
（４÷１０５×１００） 

（１,０００円未満の端数切捨て） 
5 134,187,000

消費税額（５×４％） 6 5,367,480

支
払
対
価
の
額

支払手数料 7 0

外注費 8 123,699,175

概算経費 9 0

合計金額 10 123,699,175

控除対象仕入税額（１０÷１０５×４） 11 4,712,349

差引税額（６－１１） 
（１００円未満の端数切捨て） 

12 655,100

中間納付税額 13 499,200

納付すべき消費税額（１２－１３） 14 155,900

地
方
消
費
税

課税標準となる消費税額（１２） 15 655,100

譲渡割額（１５×２５％） 
（１００円未満の端数切捨て） 

16 163,700

中間納付譲渡割額 17 124,800

差引納付する税額（１６－１７） 18 38,900

消費税等の合計税額（１４＋１８） 19 194,800
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別表３ 省略 


